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１．制度見直しの総論 

 

（１）全体の動き 

○ 「2040 年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革」については、関係の

検討会等での議論も踏まえつつ、昨年 12 月 25 日に社会保障審議会医療部

会において意見がとりまとめられたところ。 

 

○ それを踏まえ、本年２月 14 日に「医療法等の一部を改正する法律案」が

閣議決定され、国会に提出されたところ。 

 

○ この法律案の趣旨は、高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据

え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、

地域医療構想の見直し等、医師偏在是正に向けた総合的な対策の実施、こ

れらの基盤となる医療 DX の推進のために必要な措置を講ずるもの。 

 

（２）オンライン診療 

○ 医事法制上、オンライン診療は解釈運用によって、機動的・柔軟にその

実施が図られてきた。 

 

○ 法制上の位置づけを明確化し、適切なオンライン診療を更に推進してい

くため、現行制度の運用を活かす形で、医療法にオンライン診療の総体的

な規定を設けることを内容に盛り込んでいる。 

 

○ 具体的な見直し案は資料ＰⅠ-総５をご覧いただきたい。 

 

○ 引き続き法案の審議の状況はお伝えして参りまたい。 
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（３）一般社団法人立医療機関に対する非営利性の徹底について 

○ 「一般社団法人立医療機関に対する非営利性の徹底」については、法改

正事項ではなく、今後、関係する政省令等での対応を予定している事項で

ある。 

 

○ 具体的には、現在、医療法では、医療機関の開設者は営利を目的として

はならないこととされているところ、昨今、一般社団法人による医療機関

の開設事例が増加しており、非営利性の観点で疑義が生じている状況もあ

る。 

 

○ こうした中で、一般社団法人立の医療機関の非営利性について、医療法

人と同程度の確認が可能となるよう、開設時などにおいて新たに各種事項

の届出を求めることとしている。 

○ 各自治体におかれては、非営利性の確認のポイントについて、ご確認い

ただきたい。 

 

○ 各自治体におかれては、制度改正の状況はお伝えして参りたい。 
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医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
概
要

高
齢

化
に

伴
う

医
療

ニ
ー

ズ
の

変
化

や
人

口
減

少
を

見
据

え
、

地
域

で
の

良
質

か
つ

適
切

な
医

療
を

効
率

的
に

提
供

す
る

体
制

を
構

築
す

る
た

め
、

地
域

医
療

構
想

の
見

直
し

等
、

医
師

偏
在

是
正

に
向

け
た

総
合

的
な

対
策

の
実

施
、

こ
れ

ら
の

基
盤

と
な

る
医

療
D

X
の

推
進

の
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

１
．
地
域
医
療
構
想
の
見
直
し
等

【
医

療
法

、
地

域
に

お
け

る
医

療
及

び
介

護
の

総
合

的
な

確
保

の
促

進
に

関
す

る
法

律
等

】

①
地

域
医

療
構

想
に

つ
い

て
、

2
0
4
0
年

頃
を

見
据

え
た

医
療

提
供

体
制

を
確

保
す

る
た

め
、

以
下

の
見

直
し

を
行

う
。

・
病

床
の

み
な

ら
ず

、
入

院
・

外
来

・
在

宅
医

療
、

介
護

と
の

連
携

を
含

む
将

来
の

医
療

提
供

体
制

全
体

の
構

想
と

す
る

。
・

地
域

医
療

構
想

調
整

会
議

の
構

成
員

と
し

て
市

町
村

を
明

確
化

し
、

在
宅

医
療

や
介

護
と

の
連

携
等

を
議

題
と

す
る

場
合

の
参

画
を

求
め

る
。

・
医

療
機

関
機

能
（

高
齢

者
救

急
・

地
域

急
性

期
機

能
、

在
宅

医
療

等
連

携
機

能
、

急
性

期
拠

点
機

能
等

）
報

告
制

度
を

設
け

る
。

②
「

オ
ン

ラ
イ

ン
診

療
」

を
医

療
法

に
定

義
し

、
手

続
規

定
や

オ
ン

ラ
イ

ン
診

療
を

受
け

る
場

所
を

提
供

す
る

施
設

に
係

る
規

定
を

整
備

す
る

。
③

美
容

医
療

を
行

う
医

療
機

関
に

お
け

る
定

期
報

告
義

務
等

を
設

け
る

。

２
．
医
師
偏
在
是
正
に
向
け
た
総
合
的
な
対
策

【
医

療
法

、
健

康
保

険
法

、
総

確
法

等
】

①
都

道
府

県
知

事
が

、
医

療
計

画
に

お
い

て
「

重
点

的
に

医
師

を
確

保
す

べ
き

区
域

」
を

定
め

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

す
る

。
保

険
者

か
ら

の
拠

出
に

よ
る

当
該

区
域

の
医

師
の

手
当

の
支

給
に

関
す

る
事

業
を

設
け

る
。

②
外

来
医

師
過

多
区

域
の

無
床

診
療

所
へ

の
対

応
を

強
化

（
新

規
開

設
の

事
前

届
出

制
、

要
請

勧
告

公
表

、
保

険
医

療
機

関
の

指
定

期
間

の
短

縮
等

）
す

る
。

③
保

険
医

療
機

関
の

管
理

者
に

つ
い

て
、

保
険

医
と

し
て

一
定

年
数

の
従

事
経

験
を

持
つ

者
で

あ
る

こ
と

等
を

要
件

と
し

、
責

務
を

課
す

こ
と

と
す

る
。

3
．
医
療
D
X
の
推
進

【
総

確
法

、
社

会
保

険
診

療
報

酬
支

払
基

金
法

、
感

染
症

の
予

防
及

び
感

染
症

の
患

者
に

対
す

る
医

療
に

関
す

る
法

律
等

】

①
必

要
な

電
子

カ
ル

テ
情

報
の

医
療

機
関

で
の

共
有

等
や

、
感

染
症

発
生

届
の

電
子

カ
ル

テ
情

報
共

有
サ

ー
ビ

ス
経

由
の

提
出

を
可

能
と

す
る

。
②

医
療

情
報

の
二

次
利

用
の

推
進

の
た

め
、

厚
生

労
働

大
臣

が
保

有
す

る
医

療
・

介
護

関
係

の
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

仮
名

化
情

報
の

利
用

・
提

供
を

可
能

と
す

る
。

③
社

会
保

険
診

療
報

酬
支

払
基

金
を

医
療

D
X
の

運
営

に
係

る
母

体
と

し
て

名
称

、
法

人
の

目
的

、
組

織
体

制
等

の
見

直
し

を
行

う
。

ま
た

、
厚

生
労

働
大

臣
は

、
医

療
D

X
を

推
進

す
る

た
め

の
「

医
療

情
報

化
推

進
方

針
」

を
策

定
す

る
。

そ
の

他
公

費
負

担
医

療
等

に
係

る
規

定
を

整
備

す
る

。

令
和

９
年

４
月

１
日

（
た

だ
し

、
一

部
の

規
定

は
令

和
８

年
４

月
１

日
（

１
②

並
び

に
２

①
の

一
部

、
②

及
び

③
）

、
令

和
８

年
1
0
月

１
日

（
１

①
の

一
部

）
、

公
布

後
１

年
以

内
に

政
令

で
定

め
る

日
（

３
①

の
一

部
）

、
公

布
後

１
年

６
月

以
内

に
政

令
で

定
め

る
日

（
３

③
の

一
部

）
、

公
布

後
２

年
以

内
に

政
令

で
定

め
る

日
（

１
③

及
び

３
③

の
一

部
）

、
公

布
後

３
年

以
内

に
政

令
で

定
め

る
日

（
２

①
の

一
部

並
び

に
３

①
の

一
部

及
び

３
②

）
等

）

施
行
期
日

改
正
の
趣
旨

改
正
の
概
要

等
こ

の
ほ

か
、

平
成

2
6
年

改
正

法
に

お
い

て
設

け
た

医
療

法
第

3
0
条

の
1
5
に

つ
い

て
、

表
現

の
適

正
化

を
行

う
。
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2
0
4
0
年
頃
に
向
け
た
医
療
提
供
体
制
の
総
合
的
な
改
革

●
オ

ン
ラ

イ
ン

診
療

の
法

定
化

・
基

準
の

明
示

●
オ

ン
ラ

イ
ン

診
療

受
診

施
設

の
設

置
者

に
よ

る
届

出
等

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
推
進

医
療
D
X
の
推
進

●
電

子
カ

ル
テ

情
報

共
有

サ
ー

ビ
ス

の
構

築
・

普
及

、
次

の
感

染
症

危
機

に
備

え
た

電
子

カ
ル

テ
情

報
の

利
用

等
●

マ
イ

ナ
保

険
証

１
枚

で
医

療
費

助
成

を
受

け
ら

れ
る

仕
組

み
の

整
備

等
●

公
的

D
B
の

利
用

促
進

な
ど

の
医

療
等

情
報

の
二

次
利

用
の

推
進

●
社

会
保

険
診

療
報

酬
支

払
基

金
を

、
医

療
D

X
に

係
る

シ
ス

テ
ム

開
発

・
運

用
主

体
と

し
て

抜
本

的
に

改
組

等
●

美
容

医
療

を
行

う
医

療
機

関
等

の
報

告
・

公
表

の
仕

組
み

の
導

入
（

報
告

事
項

）
安

全
管

理
措

置
の

実
施

状
況

/専
門

医
資

格
の

有
無

/相
談

窓
口

の
設

置
状

況
等

・
関

係
学

会
に

よ
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

策
定

等

美
容
医
療
へ
の
対
応

そ
の

他
、

下
記

の
措

置
を

行
う

・
一

般
社

団
法

人
立

医
療

機
関

に
対

す
る

非
営

利
性

の
徹

底
●

持
ち

分
な

し
医

療
法

人
へ

の
移

行
計

画
の

認
定

期
限

の
延

長
（

※
）

等

2
0
4
0
年
頃
を
見
据
え
た
新
た
な
地
域
医
療
構
想

●
入

院
医

療
だ

け
で

は
な

く
、

外
来

・
在

宅
医

療
、

介
護

と
の

連
携

、
人

材
確

保
等

を
含

め
た

地
域

の
医

療
提

供
体

制
全

体
の

課
題

解
決

を
図

る
新

た
な

地
域

医
療

構
想

の
策

定
・

病
床

の
機

能
区

分
（

高
度

急
性

期
、

急
性

期
、

回
復

期
、

慢
性

期
）

に
つ

い
て

「
回

復
期

機
能

」
を

「
包

括
期

機
能

」
と

し
て

位
置

付
け

●
医

療
機

関
機

能
（

高
齢

者
救

急
・

地
域

急
性

期
機

能
、

在
宅

医
療

等
連

携
機

能
、

急
性

期
拠

点
機

能
、

専
門

等
機

能
、

医
育

及
び

広
域

診
療

機
能

）
の

報
告

制
度

の
創

設
・

二
次

医
療

圏
を

基
本

と
し

た
地

域
で

の
協

議
の

ほ
か

、
都

道
府

県
単

位
で

の
協

議
、

在
宅

医
療

等
の

よ
り

狭
い

区
域

で
の

協
議

を
実

施
・

新
た

な
構

想
の

取
組

を
推

進
す

る
た

め
の

総
合

確
保

基
金

の
見

直
し

●
都

道
府

県
知

事
の

権
限

（
医

療
機

関
機

能
報

告
の

創
設

に
伴

う
必

要
な

機
能

の
確

保
、

基
準

病
床

数
と

必
要

病
床

数
の

整
合

性
の

確
保

等
）

●
厚

労
大

臣
の

責
務

明
確

化
（

デ
ー

タ
分

析
･共

有
、

研
修

等
の

支
援

策
）

●
新

た
な

地
域

医
療

構
想

に
精

神
医

療
を

位
置

付
け

る

医
師
偏
在
対
策

＜
医
師
確
保
計
画
の
実
効
性
の
確
保
＞

●
「

重
点

医
師

偏
在

対
策

支
援

区
域

」
の

設
定

・
「

医
師

偏
在

是
正

プ
ラ

ン
」

の
策

定

＜
地
域
の
医
療
機
関
の
支
え
合
い
の
仕
組
み
＞

・
医

師
少

数
区

域
等

で
の

勤
務

経
験

を
求

め
る

管
理

者
要

件
の

対
象

医
療

機
関

の
公

的
医

療
機

関
等

へ
の

拡
大

等

●
外

来
医

師
過

多
区

域
に

お
け

る
、

新
規

開
業

希
望

者
へ

の
地

域
で

不
足

す
る

医
療

や
医

師
不

足
地

域
で

の
医

療
の

提
供

の
要

請
・

勧
告

・
公

表
と

、
保

険
医

療
機

関
の

指
定

(６
年

か
ら

３
年

等
へ

の
短

縮
)を

連
携

し
て

運
用

●
保

険
医

療
機

関
の

管
理

者
要

件

＜
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
等
＞

●
重

点
医

師
偏

在
対

策
支

援
区

域
に

お
け

る
支

援
を

実
施

診
療

所
の

承
継

・
開

業
・

地
域

定
着

支
援

派
遣

医
師

･従
事

医
師

へ
の

手
当

増
額

→
保

険
者

か
ら

広
く

負
担

を
求

め
、

給
付

費
の

中
で

一
体

的
に

捉
え

る
医

師
の

勤
務

･生
活

環
境

改
善

、
派

遣
元

医
療

機
関

へ
の

支
援

※
 医

師
偏

在
へ

の
配

慮
を

図
る

観
点

か
ら

、
診

療
報

酬
の

対
応

を
さ

ら
に

検
討

・
全

国
的

な
マ

ッ
チ

ン
グ

機
能

の
支

援

・
医

師
養

成
過

程
を

通
じ

た
取

組

※
「

●
」

は
法

律
事

項

（
※

）
現

行
の

期
限

（
令

和
８

年
1
2
月

3
1
日

）
か

ら
更

に
３

年
延

長
。

本
制

度
に

係
る

税
制

優
遇

措
置

の
延

長
に

つ
い

て
は

、
令

和
８

年
度

税
制

改
正

要
望

を
行

う
。
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オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設

厚
生
労
働
大
臣

１
．
地
域
医
療
構
想
の
見
直
し
等
②

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
関
す
る
総
体
的
な
規
定
の
創
設

都
道
府
県
A

・
オ

ン
ラ

イ
ン

診
療

実
施

の
届

出
・
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
基
準

の
遵

守

都
道
府
県
B

・
設

置
の

届
出

・
各

種
事

項
公

表

診
療

基
準

へ
の

適
合

確
認

オ
ン

ラ
イ

ン
診

療
の

実
施

※
医

療
行

為
の

責
任

を
負

う

○
患
者
が
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
受
け
る
専
用
の
施
設
と
し
て
、
医
療
法
に
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
創
設
す
る
。

（
定

義
）

施
設

の
設

置
者

が
、

業
と

し
て

、
オ

ン
ラ

イ
ン

診
療

を
行

う
医

師
又

は
歯

科
医

師
の

勤
務

す
る

病
院

、
診

療
所

、
介

護
老

人
保

健
施

設
又

は
介

護
医

療
院

に
対

し
て

、
そ

の
行

う
オ

ン
ラ

イ
ン

診
療

を
患

者
が

受
け

る
場

所
と

し
て

提
供

す
る

施
設

○
オ

ン
ラ

イ
ン

診
療

受
診

施
設

の
設

置
者

は
、
設
置
後
1
0
日
以
内
に
届
け
出
る

（
都

道
府

県
B

へ
の

届
出

）
。

○
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
医
療
機
関
の
管
理
者

が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
に
対
し
て

、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
基
準
へ
の
適
合
性
を
確
認

す
る

こ
と

と
す

る
。

○
オ

ン
ラ

イ
ン

診
療

受
診

施
設

の
広

告
・

公
表

事
項

等
は

省
令

で
定

め
る

こ
と

と
す

る
。

○
医

療
法

に
オ

ン
ラ

イ
ン

診
療

を
定

義
づ

け
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
医
療
機
関
は
そ
の
旨
を
届
け
出
る

（
都

道
府

県
A

へ
の

届
出

）
。

○
厚
生
労
働
大
臣

は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
適
切
な
実
施
に
関
す
る
基
準
（
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
基
準
）
を
定
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
は
同
基
準
に
従
っ
て
行
う

こ
と

と
す

る
。

○
オ

ン
ラ

イ
ン

診
療

を
行

う
医
療
機
関
の
管
理
者
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
基
準
を
遵
守
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る

こ
と

と
す

る
。

・
オ

ン
ラ

イ
ン

診
療

基
準

の
遵

守
に

つ
い

て
指

導
監

督

応
答

○
医
師
－
患
者
関
係
／
患
者
合
意

○
適
用
対
象

○
診
療
計
画

○
本
人
確
認

○
薬
剤
処
方
・管
理

○
診
察
方
法

○
医
師
の
所
在

○
患
者
の
所
在

○
患
者
が
看
護
師
等
とい
る
場
合
の
オ
ンラ
イン
診

療
○
患
者
が
医
師
とい
る
場
合
の
オ
ンラ
イン
診
療

○
通
信
環
境

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
提
供
に
関
す
る
事
項

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
提
供
体
制
に
関
す
る
事
項

現
行

の
オ

ン
ラ

イ
ン

診
療

指
針

の
コ

ン
テ

ン
ツ

を
法

令
で

規
定

し
、

自
治

体
と

医
療

機
関

へ
提

示

○
医
事
法
制
上
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
は
解
釈
運
用

に
よ

っ
て

、
機

動
的

・
柔

軟
に

そ
の

実
施

が
図

ら
れ

て
き

た
。

○
法

制
上

の
位

置
づ

け
を

明
確

化
し

、
適
切
な
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
更
に
推
進

し
て

い
く

た
め

、
現
行
制
度
の
運
用
を
活
か
す

形
で

、
医
療
法
に
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

の
総
体
的
な
規
定

を
設

け
る

。

指
導

監
督

【
会
社
】
紙
資
料

1【
30
0d
pi
】
完

成
_s

医
者
＿
0２
立
ち

正
面

医
者
＿
01
座
り
椅
子

線
な
し

マ
ス
ク管
理
者 医
師

カ
ル

テ
の

保
存

、
診

療
計

画
の

策
定

等
各

種
義

務
の

履
行

指
導

監
督

連
携

口
を
開
い
た
患
者
を
診
察
す
る
様
子
_s

【
人
物
・
健
康
・
防
疫
・
衛
生
】
男
性

リ
モ
ー
ト
受
診

運
営
者

【
人
物
】

男
性
D
立
ち

正
面

微
笑

容
態

悪
化

時
等

に
受

診

・
患

者
の

容
態

悪
化

時
等

の
受

け
入

れ
の

要
請

/
合

意
取

得
・

定
期

的
な

患
者

情
報

の
提

供
等

【
ビ
ジ
ネ
ス
】
会
議
検
討
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
１

地
域

の
関

係
者

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
医
療
機
関

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設

1
現
状

(※
) 

オ
ン

ラ
イ

ン
診

療
を

行
う

医
療

機
関

の
管

理
者

は
、

容
態

急
変

の
事

態
に

備
え

、
患

者
の

所
在

地
近

隣
の

医
療

機
関

と
受

け
入

れ
の

合
意

等
を

取
得

し
、

そ
の

過
程

で
、

地
域

医
療

に
与

え
る

影
響

や
そ

の
可

能
性

に
つ

い
て

、
地

域
の

関
係

者
と

連
携

し
て

把
握

す
る

こ
と

と
す

る
。

２
改
正
の
内
容
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２．医療機関のウェブサイト等による情報提供の適正化について 
 

（１）医療広告規制とウェブサイト等の監視指導体制の強化 

〇 医療広告規制の具体的な運用に当たっては、「医業若しくは歯科医業又は

病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針（医療広告ガイドライン）」

及びそのＱ＆Ａをお示ししている。各自治体においては、医療広告の適正化

のため、これらを参考としてご活用いただきたい。 【PⅠ総７～８】 

 

○ ウェブサイト等の監視については、平成 29 年８月からネットパトロール

事業により、監視体制を強化しており、令和７年度も引き続き実施する予定

としている。各自治体におかれては、引き続き、ネットパトロール事業によ

り情報提供した医療機関に対する指導を継続いただき、「医療広告ガイドラ

イン」等に基づき、広告違反のある事例に対しては、適切な指導・措置等の

実施をお願いしたい。 【PⅠ総９】 

 

○ 指導・措置等の実施に関して、各自治体において、期限を定めて対応いた

だくために、令和６年８月に「医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応

期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型」を示したところ。 

各自治体におかれては、本ひな型も参考としつつ、手順書を整備いただき、

医療広告の指導・措置等に活用いただくとともに、実際に対応した事例をも

とに、対応の手順や対応期限について、適宜見直しを行っていただきたい。 

【PⅠ総 10～11】 

 

○ 医療広告ガイドラインの内容を事例付きで解説した「医療広告規制にお

けるウェブサイト等の事例解説書」について、自由診療で行われる再生医療

やエクソソーム等に関する事例や SNS・動画の事例を拡充し、令和７年３月

に第５版を作成したところです。このため、今後の業務の参考としていただ

くとともに、管下の医療機関等に対して周知をお願いしたい。 

 

○ なお、美容医療に関しては、消費者行政部局に相談がなされることが多い

ため、消費者から寄せられた健康被害に関する情報等、美容医療サービスに

関する広告についての指導及び監督に必要な情報の収集について、消費者

行政部局と連携の上、御対応をお願いしたい。 
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１

•
（
以
前
Q
A
で
示
し
て
い
た
）
未
承
認
医
薬
品
等
を

自
由
診
療
で
使
用
す
る
場
合
の
限
定
解
除
の
要
件

（
国
内
未
承
認
で
あ
る
こ
と
、
入
手
経
路
等
、
国

内
の
承
認
医
薬
品
等
の
有
無
、
諸
外
国
に
お
け
る

安
全
性
等
に
係
る
情
報
を
明
示
す
る
）
を
明
記

•
「
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
制
度
等
の
救
済
の
対

象
に
は
な
ら
な
い
こ
と
の
明
示
」
を
追
加

医
療
広
告
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
正
の
概
要

2
•
広
告
可
能
な
専
門
性
資
格
に
「
矯
正
歯
科
専
門

医
」
及
び
「
歯
科
保
存
専
門
医
」
を
追
加

令
和
6
年

3
月
2
2
日

令
和
6
年

9
月
1
3
日

改
正
内
容

改
正
日

第
５
広
告
可
能
事
項

の
限
定
解
除
の
要
件
等

第
４
広
告
可
能
な
事

項
に
つ
い
て

該
当
箇
所

医
療
広
告
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
最
新
版
（
令
和
６
年
９
月
1
3
日
最
終
改
正
）

は
こ
ち
ら

Ⅰ-総7



医
療
広
告
規
制
に
お
け
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の
事
例
解
説
書
（
第
５
版
）

自
由
診
療
で
行
わ
れ
る
再
生
医
療
や
エ
ク
ソ
ソ
ー
ム
等
に
関
す
る
誇
大
広
告
・
虚
偽
広
告
の
事
例
や
、

SN
S・
動
画
に
お
け
る
広
告
形
態

の
詳
細
化
や
分
か
り
や
す
い
情
報
提
供
の
あ
り
方
の
例
示
に
つ
い
て
内
容
を
拡
充
。 事
例
解
説
書
（
第
５
版
）

は
こ
ち
ら
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医
療
機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
起
因
す
る
美
容
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
続
け
て
お
り
、
平
成
2
7
年
７
月
に
消
費
者
委
員
会
よ
り
「
美
容
医
療

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
事
前
説
明
・
同
意
に
関
す
る
建
議
」
が
な
さ
れ
た
こ
と
等
も
踏
ま
え
、
平
成
2
9
年
度
よ
り
ネ
ッ
ト
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
す
る
こ
と
で
対

応
。
更
に
、
平
成
3
0
年
６
月
の
改
正
医
療
法
施
行
後
の
医
療
法
に
お
け
る
広
告
規
制
の
改
正
施
行
後
の
現
状
を
踏
ま
え
、
全
国
一
律
の
基
準
で
運
用
で
き
る
よ
う
監
視
指
導
体

制
の
強
化
が
必
要
。

背
景

③
情
報
提
供

自
治
体

①
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の
監
視

④
追
跡
調
査
の
実
施

期
待
さ
れ
る

効
果

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
監
視
指
導
体
制
の
強
化
に
よ
り
、
自
由
診
療
を
提
供
す
る
医
療
機
関

等
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
適
正
化
に
つ
な
げ
、
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
減
少
を
目
指
す
。

【
受
託
事
業
者
】

②
規
制
の
周
知
等

・
医
療
機
関

・
広
告
制
作
会
社

・
プ
ロ
バ
イ
ダ
等

厚
労
省

連
携

※
医
療
法
、
医
療
法
施
行
令
、
医
療
法
施
行
規
則
、
医
業
、
歯
科
医
業
若
し
く
は
助
産
師
の
業
務
又
は
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
に
関
し
て
広
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
医
療
広
告
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

③
指
導
等

①
広
告
等
の
監
視

④
追
跡
調
査
の
実
施

医
業
等
に
係
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が

医
療
広
告
規
制
等
※
に
違
反
し
て
い

な
い
か
を
監
視

自
治
体
に
対
す
る
情
報
提
供
の
後

の
改
善
状
況
等
の
調
査
を
行
う

不
適
切
な
記
載
を
認
め
た
場
合
、
当
該
医

療
機
関
等
に
対
し
規
制
を
周
知
し
、
自
主

的
な
見
直
し
を
図
る

③
情
報
提
供
・
指
導
等

②
規

制
の

周
知

等

改
善
が
認
め
ら
れ
な
い
医
療
機
関
を
所
管
す

る
自
治
体
に
情
報
提
供
を
行
う
。
（
自
治
体

は
指
導
等
を
行
う
）

医
業
等
に
係
る
ウ
ェブ
サ
イ
ト
の
監
視
指
導
体
制
強
化

医
療
広
告
協
議
会
の
イ
メ
ー
ジ

平
成
3
0
年
6
月
の
医

療
法
改
正
施
行
に
伴

い
、
自
治
体
で
の
個

別
判
断
事
例
が
増
加

し
て
お
り
、
自
治
体

間
で
の
指
導
内
容
の

差
異
を
解
消
す
る
仕

組
み
を
構
築
す
る
。

自
治
体

ネ
ッ
ト
パ
ト
ロ
ー
ル
事
業

医
療
広
告
協
議
会

自
治
体
代
表
・
団
体
代
表

厚
生
労
働
省

医
療
関
係
団
体

業
界
団
体

意
見
交
換

意
見
交
換

協
議
結
果
は
必
要
に
応
じ
厚
生
労
働
省
か
ら
通
知
・
事
務
連
絡
等
に
よ
り
、
全
国
の
都
道
府
県
等
に

周
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
国
的
な
統
一
を
図
る
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標
準
的
な
対
応
期
限
も
含
め
た
指
導
・
措
置
等
の
実
施
手
順
書
の
ひ
な
型
の
構
成

•
本
書
の
目
的
等
を
説
明
す
る
「
本
編
」
と
各
自
治
体
が
策
定
す
る
た
め
の
「
ひ
な
型
」
と
い
う
２
部
構
成
と
し
て
い
る
。

本
編

ひ
な
型

1.
2.

 趣
旨

1.
1.

 背
景
・
目
的

2.
定
義

3.
1.
直
接
罰
が
適
用
さ
れ
る
広
告

3.
2.

 １
以
外
の
禁
止
さ
れ
る
広
告

3.
3.

 そ
の
他

（
別
紙
１
）
医
療
法
広
告
違
反
改
善
依
頼

（
別
紙
２
）
措
置
命
令

（
参
考
資
料
１
）
医
療
広
告
違
反
事
項
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

3.
 違
反
の
分
類
別
の

指
導
・
措
置
の
ス
テ
ッ
プ

1.
は
じ
め
に

1.
1.
指
導
・
措
置
の
ス
テ
ッ
プ

1.
2.
違
反
の
分
類

1.
指
導
・
措
置
の
全
体
像

標
準
的
な
期
限
も
含
め
た
指
導
・
措
置
等
の
実
施
手
順
書
の
策
定
依
頼

自
治
体
が
策
定
す
る

実
施
手
順
書
の
ひ
な
型

•
指
導
・
措
置
の
ス
テ
ッ
プ

•
違
反
の
３
分
類

•
後
述
の
用
語
等
の
定
義

•
違
反
分
類
別
の
ス
テ
ッ
プ
１
～
３

•
指
導
・
措
置
で
用
い
る
文
書
の
ひ
な
型

•
自
治
体
が
使
用
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
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任
意
の
調
査

照
会

通
知
、改
善

指
導
等

報
告
命
令

立
入
検
査

中
止
命
令

是
正
命
令

（
覚
知
）

立
入
検
査
、

通
報
等

司
法
警
察
員

に
対
す
る
告
発

管
理
者
変
更
・

許
可
取
り消
し

等

プ ロ セ ス所 要 期 間 （ 目 安 ）

報
告
しな
い
・虚
偽
の
報
告
、立
入
検
査
の
拒
否
・妨
げ
等

虚
偽
広
告
を
行
う者
が

指
導
に
応
じな
い
場
合

応
じな
い
場
合
や

書
類
等
に
疑
義
が
あ
る
場
合

ステ
ップ
０

ス
テッ
プ１

ス
テッ
プ
２

ス
テッ
プ３

２
～
３
か
月

～
６
か
月

～
１
年

指
導
に
従
わ
な
い
場
合
、

違
反
を
繰
り返
す
等

の
悪
質
な
医
療
広
告

で
あ
った
場
合

改
善

※
不
利
益
処
分
の
前
に
は

弁
明
の
機
会
の
付
与
を
行
う

報
告
命
令
・立
入
検
査
の
結
果
入
手
した
資
料
等
に
基
づ
き
、

違
反
行
為
の
存
在
を
認
定
で
き
る
場
合

違
反
の
分
類
と
指
導
・
措
置
等
の
対
応
ス
テ
ッ
プ

•
違
反
を
３
項
目
に
分
類
し
た
上
で
、
分
類
別
に
標
準
的
な
期
限
も
含
め
た
指
導
・
措
置
等
の
対
応
ス
テ
ッ
プ
を
示
し
て
い
る
。

•
分
類
１
、
２
に
つ
い
て
は
医
療
法
に
基
づ
く
違
反
と
し
て
、
行
政
指
導
に
応
じ
な
い
場
合
等
の
法
に
基
づ
く
措
置
へ
の
移
行
を
示
し
て

い
る
。
分
類
３
に
つ
い
て
は
、
任
意
の
調
査
や
行
政
指
導
へ
の
言
及
に
留
め
、
法
に
基
づ
く
措
置
に
は
言
及
し
な
い
。

•
期
限
の
目
安
を
示
し
て
お
り
、
覚
知
を
起
点
と
し
て
、
行
政
指
導
ま
で
を
２
～
３
か
月
、
中
止
・
是
正
命
令
ま
で
を
６
か
月
以
内
、
行

政
処
分
ま
で
を
１
年
以
内
と
し
て
い
る
。
な
お
、
覚
知
と
は
、
厚
生
労
働
省
委
託
事
業
か
ら
の
情
報
提
供
、
医
療
法
第

25
条
に
基
づ
く

立
入
検
査
時
に
お
け
る
医
療
広
告
違
反
の
発
見
、
市
民
等
か
ら
の
通
報
等
に
よ
り
違
反
を
認
識
す
る
こ
と
を
指
す
。

違
反
事
項

分
類

・
虚
偽
広
告

１
．
直
接
罰
が
適
用
さ
れ
る
広
告

（
医
療
法
第
６
条
の
５
第
１
項
及

び
第
６
条
の
６
第
４
項
並
び
に
第

87
条
第
１
号
、
医
療
広
告
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
第
３
の
１
（
１
）
）

・
麻
酔
科
を
診
療
科
名
と
し
て

広
告
す
る
と
き
の
、
麻
酔
科

医
の
氏
名
の
併
記
の
不
足

・
比
較
優
良
広
告

２
．
１
以
外
の
禁
止
さ
れ
る
広
告

等
（
医
療
法
第
６
条
の
５
第
２
項
、

医
療
法
施
行
規
則
第
１
条
の
９
、

医
療
広
告
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
３

の
１
（
２
）
～
（
７
）
）

・
誇
大
広
告

・
公
序
良
俗

・
広
告
可
能
事
項
以
外
の
広
告

（
限
定
解
除
要
件
の
充
足
不

足
も
含
む
）

・
体
験
談

・
治
療
等
の
前
又
は
後
の
写
真

・
品
位
を
損
ね
る
内
容
の
広
告

３
．
そ
の
他

（
医
療
広
告
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
３

の
１
（
８
）
）

・
他
法
令
又
は
他
法
令
に
関
す

る
広
告
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
禁

止
さ
れ
る
内
容
の
広
告

分
類
１
、
２

分
類
３

是
正
対
応
の
繰
り
返
し
に
よ
り
、
２
～
３
か
月
を

超
過
し
て
も
改
善
さ
れ
な
い
場
合
、
ス
テ
ッ
プ
２

又
は
３
へ
の
移
行
を
検
討
す
る
（
ひ
な
型

P.6
,7
）

※
個
々
の
事
例
に
よ
っ
て
必
要
な
指
導
・
措
置
は
異
な
る
た
め
、
こ
の
ス
テ
ッ
プ
を
必
須
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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３．医療機能情報提供制度について 

 

（１）医療情報ネット（ナビイ）の運用について 

○ 医療機能情報提供制度に基づき、全国の病院、診療所及び助産所（以下「病

院等」という。）の管理者は原則年１回、自施設の医療機能情報を報告する

こととされている。報告された情報は医療情報ネット（ナビイ）で公表され、

患者等が病院等の適切な選択のため、検索・閲覧できるようになっている。 

【PⅠ総 13～15】 

 

○ 現在、令和６年度の定期報告を実施いただいているところ。原則令和７年

３月 31 日までに全ての病院等が定期報告を行い、各都道府県において確認・

公表手続きが完了するよう、引き続き各都道府県において確実な対応をお

願いしたい。 【PⅠ総 16～17】 

 

（２）医療情報ネット（ナビイ）の機能改修について 

○ 令和６年４月の運用開始以降、医療情報ネット（ナビイ）の利便性向上、

情報利活用促進のため、各種機能改修を行ってきたところ。今後、高齢者、

小児、女性等の利用者属性に応じた検索機能の実装等の改修が行われる。 

 

○ また、令和７年度はかかりつけ医機能報告制度の開始に伴い、報告された

かかりつけ医機能の情報を医療情報ネット（ナビイ）において公表・検索で

きるよう、システム改修を行う予定としている。 

 

（３）医療情報ネット（ナビイ）の周知の協力依頼 

○ 医療情報ネット（ナビイ）を活用することで、身近な病院等や求める機能

を有する病院等を検索することができる。住民・患者に医療情報ネット（ナ

ビイ）を有効にご活用いただけるよう、各自治体においても、ホームページ

や広報誌等において、地域住民に対する医療情報ネット（ナビイ）の情報発

信を引き続き行っていただくようお願いする。 

 

○ また、今年度の機能改修も含め、医療情報ネット（ナビイ）の周知啓発に

活用可能な資材を今後配布予定であるため、積極的にご活用いただきたい。 

【PⅠ総 18】 
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病
院
等
報
告

報
告

都
道
府
県

確
認

確
認

公
表

公
表

A県

○
医
療
機
能
情
報
提
供
制
度
は
、医
療
機
関
等
情
報
支
援
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「G
-M
IS
」と
い
う。
）
及
び
全
国
統
一
的
な
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
（
以

下
「医
療
情
報
ネ
ット
」と
い
う。
）
を
活
用
し、
都
道
府
県
が
実
施
主
体
とし
て
運
用
され
る
。

○
病
院
等
は
、G
-M
IS
に
よ
る
方
法
等
法
に
よ
り、
原
則
、毎
年
１
月
１
日
時
点
の
医
療
機
能
情
報
に
つ
い
て
、当
該
年
の
１
月
１
日
か
ら３
月
31
日

ま
で
の
間
の
１
回
を
含
む
年
１
回
以
上
報
告
す
る
。

○
都
道
府
県
は
医
療
情
報
ネ
ット
を
活
用
して
、
病
院
等
か
ら報
告
され
た
医
療
機
能
情
報
を
公
表
し、
住
民
・患
者
へ
の
情
報
提
供
を行
う。

医
療
機
能
情
報
提
供
制
度

•
病
院
等
は
、G
-M
IS
に
よる
方
法
等
に
より
医
療
機
能
情
報
を都

道
府
県
に
報
告

•
都
道
府
県
は
、医
療
情
報
ネ
ット
を
活
用
して
公
表
・公
表
に
係
る

事
務
を実
施

A県 デー
タ

B県 デー
タ
・・
・

•
全
都
道
府
県
の
デ
ー
タを
格
納

•
各
都
道
府
県
の
ペ
ー
ジ
を
設
定

・・
・

厚
生
労
働
省

デ
ー
タ

医
療
情
報
ネ
ット

住
民
・患
者

A県 ペ
ー
ジ

B県 ペ
ー
ジ

全
国
統
一

ペ
ー
ジ

•
医
療
情
報
ネ
ット
か
ら検
索

病
院
等
報
告

報
告

都
道
府
県

確
認

確
認

公
表

公
表

B県

イン
ター
ネ
ット

検
索
・閲
覧

G
-M
IS

報
告
機
能

検
索
機
能

検
索
機
能

報
告
機
能
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全
国
統
一
シ
ス
テ
ム
の
機
能
概
要
①

全
国
の
病
院
・
診
療
所
・
歯
科
診
療
所
・
助
産
所
及
び
薬
局
に
つ
い
て
都
道
府
県
を
跨
い
で
探
す
こ
と
が
可
能
。

「
キ
ー
ワ
ー
ド
」
、
「
急
い
で
（
科
目
と
場
所
か
ら
）
」
、
「
じ
っ
く
り
（
設
備
や
対
応
内
容
な
ど
か
ら
）
」
の
様
々
な
探
し
方
が
可
能
。

誰
も
が
使
い
や
す
い
よ
う
に
文
字
サ
イ
ズ
変
更
、
音
声
読
み
上
げ
、
多
言
語
翻
訳
（
英
語
、
中
国
語
[簡
体
/
繁
体
]、
韓
国
語
）
に
対
応
。

■
PC
で
表
示
した
場
合
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全
国
統
一
シ
ス
テ
ム
の
機
能
概
要
②

検
索
結
果
は
「
リ
ス
ト
表
示
」と
「
地
図
表
示
」
の
2
パ
タ
ー
ン
の
切
り
替
え
等
が
可
能
。

マ
イ
ホ
ー
ム
登
録
に
よ
り
マ
イ
ホ
ー
ム
を
中
心
と
し
た
検
索
に
対
応

■
表
形
式
（
画
面
例
）

■
地
図
形
式
（
画
面
例
）

検
索
結
果
の
並
べ
替
え
も
可
能
で
す
。

表
示
形
式
を
切
り替
え
可
能
で
す
。
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G
-M

IS
を
用
い
た
定
期
報
告
に
つ
い
て

4

全
て
の
病
院
、
診
療
所
、
歯
科
診
療
所
及
び
助
産
所
（
病
院
等
）
に
つ
い
て
、
年
１
回
の
定
期
報
告
を
行
う
義
務
が
あ
る
。

病
院
等
の
開
設
後
、
速
や
か
に
報
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

新
規
報
告

新
規
報
告
又
は
定
期
報
告
で
報
告
さ
れ
た
情
報
に
修
正
又
は

変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
時
点
で
速
や
か
に
報
告
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

随
時
報
告

原
則
毎
年
１
月
～
３
月
の
間
で
都
道
府
県
が
設
定
す
る
期
間

で
、
報
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
年
度
ご
と
に
１
回
の
定
期
報
告
が
必
要
で
す
。

定
期
報
告

＜
厚
生
労
働
省

HP
で
も
掲
載
中
＞

＜
G-

M
IS
か
ら
実
施
で
き
る
医
療
機
能
情
報
提
供
制
度
の
報
告
に
つ
い
て
＞
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医
療
機
能
情
報
提
供
制
度
に
お
け
る
令
和
６
年
度
定
期
報
告
率
に
つ
い
て

○
令
和
７
年
３
月
３
日
時
点
に
お
け
る
暫
定
的
な
令
和
６
年
度
定
期
報
告
率
を
算
出
し
た
と
こ
ろ
、
全
国
平
均
で
は
、
4
7
.4
%
と
な
っ

て
い
る
。
（
病
院
、
診
療
所
、
歯
科
診
療
所
及
び
助
産
所
の
合
計
）

報
告
完
了
率

都
道
府
県

報
告
完
了
率

都
道
府
県

報
告
完
了
率

都
道
府
県

報
告
完
了
率

都
道
府
県

7
5
.4
%

香
川
県

6
2
.3
%

滋
賀
県

5
1
.6
%

東
京
都

1
5
.3
%

北
海
道

6
6
.0
%

愛
媛
県

1
1
.8
%

京
都
府

5
6
.3
%

神
奈
川
県

2
7
.3
%

青
森
県

2
1
.1
%

高
知
県

6
9
.8
%

大
阪
府

6
7
.5
%

新
潟
県

1
7
.4
%

岩
手
県

4
2
.7
%

福
岡
県

2
9
.6
%

兵
庫
県

5
8
.4
%

富
山
県

3
1
.0
%

宮
城
県

3
6
.4
%

佐
賀
県

2
1
.1
%

奈
良
県

3
6
.2
%

石
川
県

6
8
.0
%

秋
田
県

4
9
.6
%

長
崎
県

4
9
.9
%

和
歌
山
県

7
5
.2
%

福
井
県

8
9
.7
%

山
形
県

9
.4
%

熊
本
県

4
3
.6
%

鳥
取
県

4
5
.6
%

山
梨
県

4
2
.8
%

福
島
県

5
5
.1
%

大
分
県

2
0
.9
%

島
根
県

6
7
.7
%

長
野
県

5
3
.8
%

茨
城
県

1
1
.1
%

宮
崎
県

5
2
.6
%

岡
山
県

4
9
.9
%

岐
阜
県

2
1
.7
%

栃
木
県

1
0
.8
%

鹿
児
島
県

6
5
.0
%

広
島
県

5
9
.6
%

静
岡
県

3
2
.8
%

群
馬
県

6
.6
%

沖
縄
県

8
0
.3
%

山
口
県

4
1
.0
%

愛
知
県

6
2
.1
%

埼
玉
県

4
7
.4
%

全
国
平
均

4
6
.0
%

徳
島
県

7
6
.6
%

三
重
県

3
2
.6
%

千
葉
県

分
子
：
報
告
機
関
ま
た
は
都
道
府
県
等
が
定
期
報
告
ボ
タ
ン
を
使
用
し
て
報
告
し
た
数
（
ス
テ
ー
タ
ス
が
報
告
済
・
再
報
告
済
・
確
認
完
了
済
と
な
っ
て
い
る
報
告
機
関
）

分
母
：
都
道
府
県
シ
ス
テ
ム
か
ら
デ
ー
タ
移
行
を
行
い
、
定
期
報
告
ボ
タ
ン
を
使
用
し
て
報
告
す
る
こ
と
が
可
能
な
報
告
機
関
数

※
G-

M
IS
に
お
け
る
処
理
が
適
切
に
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
時
点
に
よ
っ
て
、
廃
止
さ
れ
た
病
院
等
が
母
数
に
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

な
お
、
報
告
率
の
算
出
方
法
に
つ
い
て
は
今
後
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
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医
療
情
報
ネ
ッ
ト
（
ナ
ビ
イ
）
の
周
知
啓
発
資
材
に
つ
い
て

6

表
面

裏
面
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４．かかりつけ医機能報告制度について 

 

  令和５年５月に成立した「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築

するための健康保険法等の一部を改正する法律」により創設された「かかり

つけ医機能報告制度」が、令和７年度より施行されます。厚生労働省では、本

制度の施行に向けた準備を進めています。制度概要や施行に向けたご依頼事

項等について説明します。 

 

（１）かかりつけ医機能報告制度の概要及びこれまでの議論 

かかりつけ医機能報告制度は、今後増加する複数の慢性疾患や医療と介護

の複合ニーズを有することが多い高齢者等を地域で支えるために必要なか

かりつけ医機能について、医療機関から都道府県に報告いただき、都道府県

は、報告した医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを

確認し、地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的方策を検

討し、それを公表する制度です。 

厚生労働省では、令和５年 11 月より「かかりつけ医機能が発揮される制

度の施行に関する分科会」等において議論を重ね、令和６年７月末に報告書

のとりまとめを行ったところです。本報告書については、報告を求めるかか

りつけ医機能の内容のほか、協議の場のあり方やかかりつけ医機能が発揮さ

れるための基盤整備などの各論ごとに整理しており、厚生労働省ホームペー

ジにおいて公表を行っております。 

 

（２）かかりつけ医機能報告の施行に向けた国における準備状況について 

 ○ 厚生労働省では、令和７年度の制度施行に向けて、自治体や医療・介護関

係者向けの制度運用ガイドラインの作成を進めており、まとまった段階で

ご案内させていただく予定です。特にかかりつけ医機能報告や協議の場に

関する内容を中心的に記載するとともに、ガイドラインの別冊として、地

域の取組事例集等も併せてお示しする予定です。 

〇 また、本制度に基づく医療機関からの初回の報告は令和８年１月より開

始となりますが、医療機関からの報告については、システム（Ｇ－ＭＩＳ）

上で行えるよう、システム構築の準備を進めています。こちらも、まとまっ

た段階で詳細についてご案内させていただく予定です。 

 

Ⅰ-総19



（３）かかりつけ医機能報告の施行に向けた都道府県へのご依頼事項及び施行

後の当面のスケジュールについて 

○ 都道府県におかれましては、今後ご案内するガイドラインも踏まえなが

ら、かかりつけ医機能報告業務の庁内体制の確認等の準備をお願いいたしま

す。また、かかりつけ医機能の協議の場の運営・開催においては、地域の実

情をこまやかに把握している市町村の積極的な参加が重要になるため、都道

府県におかれては、市町村との緊密な連携を進めていただくようお願いしま

す。また、ガイドラインと併せて提供予定の医療機関向け制度周知リーフレ

ット等も活用しながら、医療機関へのかかりつけ医機能報告制度に関する周

知を行っていただくようお願いいたします。 

〇 本制度の円滑な施行に向けて、引き続き、ご協力をお願いいたします。 
 

（都道府県における制度施行後の当面スケジュール） 

◆令和７年４月～ 

・令和７年度かかりつけ医機能報告、協議の場の開催に向けた体制整備 

・医療機関へのかかりつけ医機能報告制度の施行についての周知 

・協議の場の開催に向けた市町村等との調整 

◆令和７年 11 月～ 

・医療機関に対し、令和７年度かかりつけ医機能報告の案内（依頼） 

◆令和８年１月～３月 

・報告した医療機関のかかりつけ医機能の確保に係る体制を確認 

  ※体制の確認は、各報告事項に係る報告された内容により行います。報告内容

について事実誤認がある場合など、必要に応じて、医療機関の担当者の体制

等について確認をお願いします。 

◆令和８年４月～ 

・報告された内容及び体制の有無の確認結果を都道府県 HP 等で公表 

・報告された内容を集計・分析し、地域のかかりつけ医機能の確保状況を

把握するとともに、分析の結果抽出された課題を整理し、協議の場の開

催に向けた準備を実施 

◆令和８年７月頃～ 

・地域の医療関係者や保健所、市町村等との協議の場を設け、かかりつけ

医機能の確保に関する事項について協議を行い、協議結果を公表 

・協議結果に基づき、かかりつけ医機能を確保するための方策を実施 
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つ
け
医
機
能
報
告
制
度
に
つ
い
て
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全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
５
年
法
律
第
3
1
号
）
の
概
要

１
．
こ
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
拡
充

【
健
康
保
険
法
、
船
員
保
険
法
、
国
民
健
康
保
険
法
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
等
】

（
略
）

２
．
高
齢
者
医
療
を
全
世
代
で
公
平
に
支
え
合
う
た
め
の
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し

【
健
保
法
、
高
確
法
】

（
略
）

３
．
医
療
保
険
制
度
の
基
盤
強
化
等

【
健
保
法
、
船
保
法
、
国
保
法
、
高
確
法
等
】

（
略
）

４
．
医
療
・
介
護
の
連
携
機
能
及
び
提
供
体
制
等
の
基
盤
強
化
【
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
、
医
療
法
、
介
護
保
険
法
、
高
確
法
等
】

①
か
か
り
つ
け
医
機
能
に
つ
い
て
、
国
民
へ
の
情
報
提
供
の
強
化
や
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
の
報
告
に
基
づ
く
地
域
で
の
協
議
の
仕
組
み
を
構
築
し
、
協
議
を
踏
ま
え
て
医
療
・
介
護
の
各
種
計
画
に
反
映
す
る
。

②
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
医
療
保
険
者
と
介
護
保
険
者
が
被
保
険
者
等
に
係
る
医
療
・
介
護
情
報
の
収
集
・
提
供
等
を
行
う
事
業
を
一
体
的
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
、

介
護
保
険
者
が
行
う
当
該
事
業
を
地
域
支
援
事
業
と
し
て
位
置
付
け
る
。

③
医
療
法
人
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
経
営
情
報
の
報
告
義
務
を
課
し
た
上
で
当
該
情
報
に
係
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
整
備
す
る
。

④
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
制
度
に
つ
い
て
一
定
の
要
件
の
も
と
個
人
立
の
病
院
等
や
介
護
事
業
所
等
が
参
加
で
き
る
仕
組
み
を
導
入
す
る
。

⑤
出
資
持
分
の
定
め
の
あ
る
医
療
法
人
が
出
資
持
分
の
定
め
の
な
い
医
療
法
人
に
移
行
す
る
際
の
計
画
の
認
定
制
度
に
つ
い
て
、
期
限
の
延
長
(令
和
５
年
９
月
末
→
令
和
８
年
1
2
月
末
)等
を
行
う
。

等

令
和
６
年
４
月
１
日
（
た
だ
し
、
３
①
の
一
部
及
び
４
⑤
は
公
布
日
、
４
③
の
一
部
は
令
和
５
年
８
月
１
日
、
１
②
は
令
和
６
年
１
月
１
日
、
３
①
の
一
部
及
び
４
①
は
令
和
７
年
４
月
１
日
、

４
③
の
一
部
は
公
布
後
３
年
以
内
に
政
令
で
定
め
る
日
、
４
②
は
公
布
後
４
年
以
内
に
政
令
で
定
め
る
日
）

施
行
期
日

改
正
の
概
要

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
、
出
産
育
児
一
時
金
に
係
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
か
ら
の
支
援
金
の
導
入
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
後
期
高
齢

者
負
担
率
の
見
直
し
、
前
期
財
政
調
整
制
度
に
お
け
る
報
酬
調
整
の
導
入
、
医
療
費
適
正
化
計
画
の
実
効
性
の
確
保
の
た
め
の
見
直
し
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
制
度
整
備
、
介
護

保
険
者
に
よ
る
介
護
情
報
の
収
集
・
提
供
等
に
係
る
事
業
の
創
設
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

改
正
の
趣
旨

○
令
和
５
年
５
月
、
「
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
５
年
法
律
第
3
1
号
）
」
が
成
立
し
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
（
令
和
７
年
４
月
施
行
）

令
和

5年
11
月

15
日
第

1回
か
か
り
つ
け
医
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
制
度
の
施
行
に
関
す
る
分
科
会
資
料
（
一
部
改
）
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（
１
）
医
療
機
能
情
報
提
供
制
度
の
刷
新
（
令
和
６
年
４
月
施
行
）

•
か
か
り
つ
け
医
機
能
（
「
身
近
な
地
域
に
お
け
る
日
常
的
な
診
療
、
疾
病
の
予
防
の
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
医
療
の
提
供
を
行
う
機
能
」
と
定
義
）
を
十
分
に
理

解
し
た
上
で
、
自
ら
適
切
に
医
療
機
関
を
選
択
で
き
る
よ
う
、
医
療
機
能
情
報
提
供
制
度
に
よ
る
国
民
・
患
者
へ
の
情
報
提
供
の
充
実
・
強
化
を
図
る
。

（
２
）
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
の
創
設
（
令
和
７
年
４
月
施
行
）

•
慢
性
疾
患
を
有
す
る
高
齢
者
そ
の
他
の
継
続
的
に
医
療
を
必
要
と
す
る
者
を
地
域
で
支
え
る
た
め
に
必
要
な
か
か
り
つ
け
医
機
能
（
①
日
常
的
な
診
療
の
総
合
的
･

継
続
的
実
施
、
②
在
宅
医
療
の
提
供
、
③
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
と
の
連
携
な
ど
）
に
つ
い
て
、
各
医
療
機
関
か
ら
都
道
府
県
知
事
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

•
都
道
府
県
知
事
は
、
報
告
を
し
た
医
療
機
関
が
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
の
確
保
に
係
る
体
制
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
外
来
医
療
に
関
す
る
地
域
の
関
係
者
と
の

協
議
の
場
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表
す
る
。

•
都
道
府
県
知
事
は
、
外
来
医
療
に
関
す
る
地
域
の
関
係
者
と
の
協
議
の
場
で
、
必
要
な
機
能
を
確
保
す
る
具
体
的
方
策
を
検
討
・
公
表
す
る
。

（
３
）
患
者
に
対
す
る
説
明
（
令
和
７
年
４
月
施
行
）

•
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
（
２
）
の
確
認
を
受
け
た
医
療
機
関
は
、
慢
性
疾
患
を
有
す
る
高
齢
者
に
在
宅
医
療
を
提
供
す
る
場
合
な
ど
外
来
医
療
で
説
明
が
特
に
必
要

な
場
合
で
あ
っ
て
、
患
者
が
希
望
す
る
場
合
に
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
と
し
て
提
供
す
る
医
療
の
内
容
に
つ
い
て
電
磁
的
方
法
又
は
書
面
交
付
に
よ
り
説
明
す
る
よ

う
努
め
る
。

か
か
り
つ
け
医
機
能
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
医
療
機
能
情
報
提
供
制
度
に
お
け
る
国
民
・
患
者
へ
の
情
報
提
供
や
診
療
報
酬
に
お
け
る
評
価
を
中
心
に
取
り

組
ま
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
医
療
計
画
等
の
医
療
提
供
体
制
に
関
す
る
取
組
は
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
い
な
い
。

今
後
、
複
数
の
慢
性
疾
患
や
医
療
と
介
護
の
複
合
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
こ
と
が
多
い
高
齢
者
の
更
な
る
増
加
と
生
産
年
齢
人
口
の
急
減
が
見
込
ま

れ
る
中
、
地
域
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
人
口
構
造
の
変
化
に
対
応
し
て
、
「
治
す
医
療
」
か
ら
「
治
し
、
支
え
る
医
療
」
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に

は
、
こ
れ
ま
で
の
地
域
医
療
構
想
や
地
域
包
括
ケ
ア
の
取
組
に
加
え
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
制
度
整
備
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
際
に
は
、
国
民
・
患
者
か
ら
見
て
、
一
人
ひ
と
り
が
受
け
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
に
つ
な
が
る
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

•
国
民
・
患
者
が
、
そ
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
か
か
り
つ
け
医
機
能
を
有
す
る
医
療
機
関
を
適
切
に
選
択
で
き
る
た
め
の
情
報
提
供
を
強
化
し
、

•
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
各
医
療
機
関
が
機
能
や
専
門
性
に
応
じ
て
連
携
し
つ
つ
、
自
ら
が
担
う
か
か
り
つ
け
医
機
能
の
内
容
を
強
化

す
る
こ
と
で
、
地
域
に
お
い
て
必
要
な
か
か
り
つ
け
医
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
整
備
を
行
う
。

概
要

か
か
り
つ
け
医
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
制
度
整
備

趣
旨

令
和

5年
11
月

15
日
第

1回
か
か
り
つ
け
医
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
制
度
の
施
行
に
関
す
る
分
科
会
資
料
（
一
部
改
）
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か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
概
要

か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
の
流
れ

○
慢
性
疾
患
を
有
す
る
高
齢
者
等
を
地
域
で
支
え
る
た
め
に
必
要
な
か
か
り
つ
け
医
機
能
に
つ
い
て
、
医
療
機
関
か
ら
都
道
府
県
知
事
に
報
告
。

○
都
道
府
県
知
事
は
、
報
告
を
し
た
医
療
機
関
が
か
か
り
つ
け
医
機
能
の
確
保
に
係
る
体
制
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
外
来
医
療
に
関
す
る
地
域
の
関
係
者
と
の
協

議
の
場
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表
。

○
都
道
府
県
知
事
は
、
外
来
医
療
に
関
す
る
地
域
の
協
議
の
場
に
お
い
て
、
地
域
で
か
か
り
つ
け
医
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
具
体
的
方
策
を
検
討
し
、
結
果

を
取
り
ま
と
め
て
公
表
。

か
か

り
つ

け
医

機
能

報
告

対
象

医
療

機
関

①
か

か
り

つ
け

医
機

能
の

報
告

具
体

的
方

策
の

例
◆

地
域

で
不

足
す

る
機

能
を

担
う

た
め

の
研

修
や

支
援

の
企

画
・
実

施
◆

地
域

の
医

療
機

関
に

地
域

で
不

足
す

る
機

能
を

担
う

よ
う

働
き

か
け

◆
地

域
の

医
療

機
関

間
の

連
携

の
強

化
な

ど

※
医
療
機
関
の
報
告
内
容
に
つ
い
て
、
実
際
に
は
体
制
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
機
能
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
に
よ
る
公
表
の
対
象
外

医
療
機
関
の
報
告
懈
怠
・
虚
偽
報
告
等
の
場
合
は

報
告

・
是

正
の

命
令

等
（
第

3
0
条

の
1
8
の

４
第

６
項

等
）

⑥
地

域
で

か
か

り
つ

け
医

機
能

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
具

体
的

方
策

を
検

討
（
第

3
0
条

の
1
8
の

５
）

都
道

府
県

◆
継

続
的

な
医

療
を

要
す

る
者

に
対

す
る

か
か

り
つ

け
医

機
能

の
有

無
・
内

容
（
第

3
0
条

の
1
8
の

４
第

１
項

）

＜
報

告
項

目
イ

メ
ー

ジ
＞

１
：
日

常
的

な
診

療
を

総
合

的
か

つ
継

続
的

に
行

う
機

能
２

：
１

を
有

す
る

場
合

、
(1

)時
間

外
診

療
、

(2
)入

退
院

支
援

、
(3

)
在

宅
医

療
、

(4
)介

護
等

と
の

連
携

、
(5

)
そ

の
他

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

機
能

②
報

告
の

内
容

④
確

認
結

果

⑤ 確 認 結 果 の 報 告

③
都

道
府

県
の

確
認

外
来

医
療

に
関

す
る

地
域

の
協

議
の

場

公 表

⑦
協

議
結

果
公 表

２
（
１

）
～

（
４

）
等

の
機

能
の

確
保

に
係

る
体

制
を

確
認

（
※

）
。

・
体

制
に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
、

再
度

報
告

・
確

認

（
第

3
0
条

の
1
8
の

４
第

３
項

、
第

５
項

）

（
第

3
0
条

の
1
8
の

４
第

７
項

）

（
第

3
0
条

の
18

の
４

第
４

項
）

（
第

3
0
条

の
18

の
４

第
２

項
）

※
介

護
等

に
関

す
る

事
項

を
協

議
す

る
場

合
に

は
、

市
町

村
の

参
加

を
求

め
、

介
護

等
に

関
す

る
各

種
計

画
の

内
容

を
考

慮
。

※
高

齢
者

保
健

事
業

や
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
の

構
築

に
向

け
た

取
組

の
状

況
に

留
意

。

令
和

5年
11

月
15

日
第

1回
か

か
り

つ
け

医
機

能
が

発
揮

さ
れ

る
制

度
の

施
行

に
関

す
る

分
科

会
資

料
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か
か
り
つ
け
医
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
制
度
の
施
行
に
関
す
る
分
科
会
に
つ
い
て

か
か
り
つ
け
医
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
制
度
の
施
行
に
関
す
る
分
科
会

日
本

障
害

フ
ォ

ー
ラ

ム
（
J
D

F
）

代
表

阿
部
一
彦

全
国

衛
生

部
長

会
会

長
／

高
知

県
健

康
政

策
部

長
家
保
英
隆

稲
城

市
副

市
長

石
田
光
広

読
売

新
聞

東
京

本
社

編
集

委
員

猪
熊
律
子

奈
良

県
立

医
科

大
学

教
授

今
村
知
明

日
本

プ
ラ

イ
マ

リ
・
ケ

ア
連

合
学

会
副

理
事

長
／

医
療

法
人

社
団

家
族

の
森

多
摩

フ
ァ

ミ
リ

ー
ク

リ
ニ

ッ
ク

院
長

大
橋
博
樹

九
州

大
学

名
誉

教
授

尾
形
裕
也

公
益

社
団

法
人

全
日

本
病

院
協

会
副

会
長

織
田
正
道

一
般

社
団

法
人

未
来

研
究

所
臥

龍
代

表
理

事
/ 
兵

庫
県

立
大

学
大

学
院

特
任

教
授

香
取
照
幸

日
本

医
師

会
生

涯
教

育
･専

門
医

の
仕

組
み

運
営

委
員

会
委

員
長

角
田
徹

健
康

保
険

組
合

連
合

会
専

務
理

事
河
本
滋
史

公
益

社
団

法
人

日
本

医
師

会
常

任
理

事
城
守
国
斗

慶
應

義
塾

大
学

経
済

学
部

教
授

土
居
丈
朗

自
治

医
科

大
学

学
長

永
井
良
三

秋
田

大
学

大
学

院
医

学
系

研
究

科
医

学
教

育
学

講
座

教
授

長
谷
川
仁
志

新
潟

県
在

宅
医

療
推

進
セ

ン
タ

ー
基

幹
セ

ン
タ

ー
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
服
部
美
加

認
定

N
P

O
法

人
さ

さ
え

あ
い

医
療

人
権

セ
ン

タ
ー

C
O

M
L
理

事
長

山
口
育
子

公
益

社
団

法
人

日
本

看
護

協
会

常
任

理
事

吉
川
久
美
子

座 長

令
和
５
年
1
1
月

1
2
月

令
和
６
年

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

令
和
7
年
度

7
月
3
1
日

報
告
書
公
表

必
要
と
さ
れ
る
か
か
り
つ
け
医
機
能
な
ど
、

必
要
と
さ
れ
る
か
か
り
つ
け
医
機
能
な
ど
、

論
点
の
議
論

構
成
員
プ
レ
ゼ
ン
・
有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ

省
令
等
の
具
体
的
内
容
等
の
議
論

第
１
回
分
科
会

か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
の
施
行
に
向
け
た
検
討
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
制
度
の
施
行

シ
ス
テ
ム
改
修
等
の
施
行
に
向
け
た
準
備

（
敬

称
略

、
五

十
音

順
）

医
師
の
研
修
等
の
議
論

令
和

6年
9月

5日
第

11
0回
社
会
保
障
審
議
会
医
療
部
会
資
料

Ⅰ-総25



○
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
に
対
す
る
発
生
頻
度
が
高
い
疾
患
に
係
る
診
療
そ
の
他
の

日
常
的
な
診
療
を
総
合
的
か
つ
継
続
的
に
行
う機
能

・
当

該
機

能
を

有
す

る
こと

及
び

報
告

事
項

に
つ

い
て

院
内

掲
示

に
よ

り公
表

して
い

る
こと

・
か

か
りつ

け
医

機
能

に
関

す
る

研
修

※
の

修
了

者
の

有
無

、総
合

診
療

専
門

医
の

有
無

・
診

療
領

域
ご

との
一

次
診

療
の

対
応

可
能

の
有

無
、一

次
診

療
を

行
うこ

とが
で

き
る

疾
患

・
医

療
に

関
す

る
患

者
か

らの
相

談
に

応
じる

こと
が

で
き

る
こと

※
 か

か
りつ

け
医

機
能

に
関

す
る

研
修

の
要

件
を

設
定

して
、該

当
す

る
研

修
を

示
す

。

※
施

行
後

５
年

を
目

途
とし

て
、研

修
充

実
の

状
況

や
制

度
の

施
行

状
況

等
を

踏
ま

え
、

報
告

事
項

に
つ

い
て

改
め

て
検

討
す

る
。

○
通
常
の
診
療
時
間
外
の
診
療
、入
退
院
時
の
支
援
、在
宅
医
療
の
提
供
、介
護
等
と連

携
した
医
療
提
供

※
１

号
機

能
を

有
す

る
医

療
機

関
は

、２
号

機
能

の
報

告
を

行
う。

○
健
診
、予
防
接
種
、地
域
活
動
、教
育
活
動
、今
後
担
う意
向
等

「
か
か
り
つ
け
医
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
制
度
の
施
行
に
関
す
る
分
科
会
」
報
告
書
（
概
要
）

○
今

後
、複

数
の

慢
性

疾
患

、医
療

･介
護

の
複

合
ニー

ズ
等

を
か

か
え

る
高

齢
者

が
増

加
す

る
一

方
、医

療
従

事
者

の
マ

ンパ
ワ

ー
の

制
約

が
あ

る
中

で
、地

域
の

医
療

機
関

等
や

多
職

種
が

機
能

や
専

門
性

に
応

じて
連

携
して

、効
率

的
に

質
の

高
い

医
療

を
提

供
し、

フリ
ー

ア
クセ

ス
の

も
と、

必
要

な
とき

に
必

要
な

医
療

を受
け

られ
る

体
制

を確
保

す
る

こと
が

重
要

。
○

この
た

め
、か

か
りつ

け
医

機
能

報
告

及
び

医
療

機
能

情
報

提
供

制
度

に
よ

り、
・

「か
か

りつ
け

医
機

能
を

有
す

る
医

療
機

関
」の

か
か

りつ
け

医
機

能
の

内
容

に
つ

い
て

、国
民

・患
者

に
情

報
提

供
し、

国
民

・患
者

の
よ

り適
切

な
医

療
機

関
の

選
択

に
資

す
る

こと
が

重
要

。
・

ま
た

、当
該

内
容

や
今

後
担

う意
向

に
つ

い
て

、地
域

の
協

議
の

場
に

報
告

し、
地

域
で

不
足

す
る

機
能

を
確

保
す

る
方

策
を

検
討

・実
施

す
る

こと
に

よ
って

、地
域

医
療

の
質

の
向

上
を図

る
とと

も
に

、そ
の

際
、「

か
か

りつ
け

医
機

能
を

有
す

る
医

療
機

関
」の

多
様

な
類

型
(モ

デ
ル

)の
提

示
を

行
い

、各
医

療
機

関
が

連
携

しつ
つ

、自
らが

担
うか

か
りつ

け
医

機
能

の
内

容
を

強
化

す
る

よう
に

促
す

こと
が

重
要

。
○

か
か

りつ
け

医
機

能
の

確
保

に
向

け
た

医
師

の
教

育
や

研
修

の
充

実
、医

療
DX

に
よ

る
情

報
共

有
基

盤
の

整
備

な
ど、

地
域

で
か

か
りつ

け
医

機
能

が
発

揮
され

る
た

め
の

基
盤

整
備

等
に

取
り組

む
こと

が
重

要
。

制
度

施
行

に
向

け
た

基
本

的
な

考
え

方

○
か

か
りつ

け
医

機
能

の
確

保
に

向
け

て
、医

師
の

リカ
レ

ント
教

育
・研

修
を

体
系

化
して

、行
政

に
よ

る
支

援
を

行
い

つ
つ

、実
地

研
修

も
含

め
た

研
修

体
制

を
構

築
す

る
。

○
知

識
（

座
学

）
と経

験
（

実
地

）
の

両
面

か
ら望

ま
しい

内
容

等
を

整
理

し、
か

か
りつ

け
医

機
能

報
告

の
報

告
対

象
とし

て
該

当
す

る
研

修
を

示
す

（
詳

細
は

厚
労

科
研

で
整

理
）

。
○

国
に

お
い

て
必

要
な

支
援

を
検

討
し、

医
師

が
選

択
して

学
べ

る
「E

-le
ar

ni
ng

シ
ス

テ
ム

」の
整

備
を

進
め

る
。

○
国

の
医

療
DX

の
取

組
とし

て
整

備
を

進
め

て
い

る
「全

国
医

療
情

報
プ

ラッ
トフ

ォー
ム

」を
活

用
し、

地
域

の
医

療
機

関
等

や
多

職
種

が
連

携
しな

が
ら、

地
域

の
か

か
りつ

け
医

機
能

の
確

保
を

推
進

。
○

「全
国

医
療

情
報

プ
ラッ

トフ
ォー

ム
」に

よ
る

介
護

関
連

情
報

の
共

有
が

実
施

され
る

ま
で

に
も

、医
療

機
関

、訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョン
、介

護
サ

ー
ビス

事
業

者
等

が
円

滑
に

連
携

で
き

る
よ

う、
活

用
で

き
る

民
間

サ
ー

ビス
の

活
用

な
どの

好
事

例
の

周
知

等
に

取
り組

む
。

か
か

りつ
け

医
機

能
が

発
揮

され
る

た
め

の
基

盤
整

備
報

告
を

求
め

る
か

か
りつ

け
医

機
能

の
内

容
（

主
な

も
の

）

○
説

明
が

努
力

義
務

とな
る

場
合

は
、在

宅
医

療
や

外
来

医
療

を
提

供
す

る
場

合
で

あ
って

一
定

期
間

以
上

継
続

的
に

医
療

の
提

供
が

見
込

ま
れ

る
場

合
とす

る
。

○
患

者
等

へ
の

説
明

内
容

は
、疾

患
名

や
治

療
計

画
、当

該
医

療
機

関
の

連
絡

先
等

に
加

え
て

、
当

該
患

者
に

対
す

る
１

号
機

能
や

２
号

機
能

の
内

容
、連

携
医

療
機

関
等

とす
る

。

○
今

後
、制

度
の

円
滑

な
施

行
に

向
け

て
、関

係
省

令
・告

示
等

の
改

正
、か

か
りつ

け
医

機
能

報
告

に
係

る
シ

ス
テ

ム
改

修
、か

か
りつ

け
医

機
能

の
確

保
に

向
け

た
医

師
の

研
修

の
詳

細
の

整
理

、ガ
イド

ライ
ンの

作
成

、都
道

府
県

・市
町

村
等

に
対

す
る

研
修

・説
明

会
の

開
催

等
に

取
り組

む
。

施
行

に
向

け
た

今
後

の
取

組

○
特

に
在

宅
医

療
や

介
護

連
携

等
の

協
議

に
当

た
って

、市
町

村
単

位
や

日
常

生
活

圏
域

単
位

等
で

の
協

議
や

市
町

村
の

積
極

的
な

関
与

・役
割

が
重

要
。

○
協

議
テ

ー
マ

に
応

じて
、協

議
の

場
の

圏
域

や
参

加
者

に
つ

い
て

、都
道

府
県

が
市

町
村

と
調

整
して

決
定

。
・

在
宅

医
療

や
介

護
連

携
等

は
市

町
村

単
位

等
（

小
規

模
市

町
村

の
場

合
は

複
数

市
町

村
単

位
等

）
で

協
議

、入
退

院
支

援
等

は
二

次
医

療
圏

単
位

等
で

協
議

、全
体

を
都

道
府

県
単

位
で

統
合

・調
整

な
ど

医
師

の
教

育
や

研
修

の
充

実

医
療

DX
に

よ
る

情
報

共
有

基
盤

の
整

備

地
域

に
お

け
る

協
議

の
場

で
の

協
議

１
号

機
能

２
号

機
能

その
他

の
報

告
事

項
患

者
等

へ
の

説
明

5

令
和
６
年
７
月
31
日

令
和

6年
9月

5日
第

11
0回
社
会
保
障
審
議
会
医
療
部
会
資
料
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か
か
り
つ
け
医
機
能
の
確
保
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
案
）
に
つ
い
て

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
基
本
的
な
考
え
方
と
基
本
構
成
の
現
時
点
案
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

本
ガ

イド
ライ

ン
は

、か
か

りつ
け

医
機

能
報

告
制

度
の

法
律

上
の

実
施

主
体

で
あ

る
都

道
府

県
及

び
分

科
会

とり
ま

とめ
に

お
い

て
積

極
的

な
関

与
・役

割
を

担
うこ

とと
され

た
市

町
村

を
主

な
対

象
とし

つ
つ

、か
か

りつ
け

医
機

能
報

告
を

行
い

協
議

に
参

加
す

る
医

療
・介

護
関

係
者

が
制

度
の

全
体

像
を

理
解

しや
す

くす
る

も
の

。
内

容
に

つ
い

て
は

、特
に

、か
か

りつ
け

医
機

能
報

告
や

協
議

の
場

に
関

す
る

内
容

を
中

心
に

記
載

す
る

。ま
た

、ガ
イド

ライ
ン

の
別

冊
とし

て
、協

議
等

を
行

う際
に

参
考

とな
る

取
組

事
例

集
や

医
療

機
関

向
け

の
制

度
周

知
リー

フレ
ット

等
も

併
せ

て
発

出
予

定
。

作
成
に
あ
た
って
の
基
本
的
な
考
え
方

第
２

章
か

か
りつ

け
医

機
能

報
告

•
制

度
概

要
や

報
告

方
法

•
年

間
ス

ケ
ジ

ュー
ル

や
施

行
後

の
当

面
の

ス
ケ

ジ
ュー

ル
•

報
告

を求
め

る
か

か
りつ

け
医

機
能

の
内

容
や

機
能

あ
りと

な
る

要
件

な
ど

第
４

章
か

か
りつ

け
医

機
能

の
協

議
に

つ
い

て

•
協

議
の

場
の

立
上

げ
の

ポ
イン

トや
進

め
方

•
コー

デ
ィネ

ー
ター

の
役

割
•

協
議

の
具

体
例

な
イメ

ー
ジ

な
ど

第
３

章
住

民
へ

の
普

及
啓

発
・

理
解

促
進

•
医

療
情

報
ネ

ット
（

ナ
ビイ

）
•

住
民

へ
の

普
及

・周
知

に
向

け
た

関
係

者
の

役
割

な
ど

第
５

章
患

者
へ

の
説

明
•

制
度

概
要

（
説

明
方

法
や

説
明

内
容

等
）

な
ど

第
１

章
か

か
りつ

け
医

機
能

が
発

揮
され

る
制

度
整

備
•

か
か

りつ
け

医
機

能
が

発
揮

され
る

制
度

整
備

の
背

景
や

概
要

な
ど

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
別
冊
と
し
て
、
併
せ
て
発
出

を
予
定
し
て
い
る
も
の

①
取
組
事
例
集

②
院
内
掲
示
様
式
(例
)

③
患
者
説
明
様
式
(例
)

④
医
療
機
関
向
け
制
度
周
知
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

⑤
協
議
に
活
用
す
る
課
題
管
理
シ
ー
ト
(例
)

⑥
Q
＆
A
集

な
ど

全
体
の
基
本
構
成
と主
な
記
載
内
容

令
和

7年
1月

31
日
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
制
度
に
係
る
第
２
回
自
治
体
向
け
説
明
会
資
料
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ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
案
）
に
つ
い
て

（
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
制
度
施
行
後
の
当
面
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
）

か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
制
度
の
施
行
後
の
当
面
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。
各
業
務
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
以
降
の
ス

ラ
イ
ド
で
説
明
し
ま
す
。

令
和

7年
1月

31
日
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
制
度
に
係
る
第
２
回
自
治
体
向
け
説
明
会
資
料
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ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
案
）
に
つ
い
て

（
当
面
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
－
初
回
報
告
開
始
ま
で
）

令
和
７
年
（
初
回
報
告
開
始
前
）
の
主
な
実
施
事
項
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

○
都
道
府
県
は
、
令
和
７
年
度
の
初
回
報
告
に
向
け
た
庁
内
体
制
を
整
備

※
医
療
機
能
情
報
提
供
制
度
の
現
行
の
ス
キ
ー
ム
や
人
員
体
制
等
を
踏
ま
え
て
検
討

○
都
道
府
県
は
、
医
療
機
関
へ
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
制
度
の
施
行
に
つ
い
て
周
知
を
行
う
。

○
都
道
府
県
は
、
市
町
村
と
調
整
し
な
が
ら
協
議
の
場
の
開
催
に
向
け
た
調
整
を
行
う
。

•
既
存
の
協
議
の
場
等
の
体
制
確
認
、
活
用
可
能
な
会
議
体
の
検
討

•
協
議
を
進
め
る
際
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の
確
認

•
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置
体
制
や
役
割
の
検
討

•
協
議
テ
ー
マ
案
の
検
討

•
圏
域
や
参
加
者
の
検
討

な
ど

○
都
道
府
県
は
、
医
療
機
関
に
対
し
、
令
和
７
年
度
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
の
案
内
（
依
頼
）
を
行
う
。

※
医
療
機
能
情
報
提
供
制
度
の
報
告
案
内
と
併
せ
て
行
う
こ
と
を
想
定
。

①
令
和
７
年
４
月
～

令
和
７
年
度
報
告
及
び
協
議
の
場
の
開
催
に
向
け
た
体
制
整
備
等

②
令
和
７
年
1
1
月
頃
～

医
療
機
関
へ
の
定
期
報
告
依
頼

令
和

7年
1月

31
日
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
制
度
に
係
る
第
２
回
自
治
体
向
け
説
明
会
資
料
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※
体
制
の
確
認
は
、
各
報
告
事
項
に
係
る
報
告
内
容
か
ら
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
医
療
機
関
の
担
当
者
の
体
制
な
ど
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

※
報
告
期
間
内
に
報
告
が
行
わ
れ
な
い
医
療
機
関
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
医
療
機
関
に
対
し
て
催
促
等
を
行
う
。

○
医
療
機
関
は
、
所
在
地
の
都
道
府
県
に
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
を
行
う
。

○
都
道
府
県
は
、
報
告
を
し
た
医
療
機
関
が
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
の
確
保
に
係
る
体
制
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
案
）
に
つ
い
て

（
当
面
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
－
初
回
報
告
開
始
以
降
）

令
和
８
年
以
降
（
初
回
報
告
開
始
後
）
の
主
な
実
施
事
項
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

○
都
道
府
県
は
、
報
告
さ
れ
た
内
容
及
び
体
制
の
有
無
の
確
認
結
果
を
都
道
府
県
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
で
公
表
す
る
。

○
都
道
府
県
は
、
報
告
さ
れ
た
内
容
を
集
計
・
分
析
し
、
地
域
の
か
か
り
つ
け
医
機
能
の
確
保
状
況
を
把
握
す
る
と
と

も
に
、
分
析
の
結
果
抽
出
さ
れ
た
課
題
を
整
理
し
、
協
議
の
場
の
開
催
に
向
け
た
準
備
を
行
う
。

○
都
道
府
県
は
、
医
療
関
係
者
や
保
健
所
、
市
町
村
等
と
の
協
議
の
場
を
設
け
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
の
確
保
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て
協
議
を
行
い
、
協
議
結
果
を
と
り
ま
と
め
て
公
表
す
る
。

○
協
議
の
結
果
に
基
づ
き
、
地
域
関
係
者
と
連
携
し
な
が
ら
、
地
域
に
お
い
て
必
要
な
か
か
り
つ
け
医
機
能
を
確
保
す
る

た
め
の
方
策
を
講
じ
る
。

④
令
和
８
年
４
月
～

報
告
内
容
の
集
計
・
分
析
及
び
報
告
内
容
等
の
公
表

⑤
令
和
８
年
７
月
頃
～

協
議
の
場
で
の
協
議

③
令
和
８
年
１
月
～
３
月

医
療
機
関
に
よ
る
報
告
及
び
都
道
府
県
に
よ
る
体
制
の
有
無
の
確
認

令
和

7年
1月

31
日
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
制
度
に
係
る
第
２
回
自
治
体
向
け
説
明
会
資
料
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ま
と
め

（
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
制
度
の
施
行
に
向
け
て
の
ご
依
頼
事
項
）

都
道
府
県
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
シ
ス
テ
ム
を
用
い
た
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
業
務
に
お
け
る
庁
内
体
制
等
の
確
認
・
検
討
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

※
医
療
機
能
情
報
提
供
制
度
の
現
行
の
ス
キ
ー
ム
や
人
員
体
制
等
を
踏
ま
え
て
検
討
く
だ
さ
い
。

か
か
り
つ
け
医
機
能
の
協
議
の
場
の
開
催
・
運
営
に
お
い
て
は
、
地
域
の
実
情
を
こ
ま
や
か
に
把
握
し
て
い
る
市
町
村
の
積
極
的
な
参

加
が
重
要
と
な
る
た
め
、
都
道
府
県
に
お
か
れ
て
は
、
市
町
村
と
の
緊
密
な
連
携
を
進
め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

協
議
の
場
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
場
（
都
道
府
県
、
市
町
村
、
医
師
会
等
主
体
は
問
わ
ず
）
で
同
様
の
趣
旨
・
内
容
を
協
議
し
て
い
る
、

ま
た
は
、
協
議
可
能
な
会
議
体
が
な
い
か
確
認
を
進
め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
そ
の
際
は
、
医
療
分
野
だ
け
で
は
な
く
、

都
道
府
県
・
市
町
村
の
介
護
・
福
祉
分
野
を
含
め
た
会
議
体
の
現
状
把
握
が
重
要
と
な
る
点
に
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

•
圏
域
・
参
加
者
の
検
討

•
既
存
の
協
議
の
場
等
の
体
制
確
認
、
活
用
可
能
な
会
議
体
の
検
討

•
協
議
を
進
め
る
際
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の
確
認

•
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置
体
制
や
役
割
等
の
検
討

•
協
議
テ
ー
マ
案
の
検
討

•
上
記
を
踏
ま
え
た
都
道
府
県
担
当
者
や
体
制
の
検
討

な
ど

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
併
せ
て
提
供
予
定
の
医
療
機
関
向
け
制
度
周
知
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
も
活
用
し
な
が
ら
、
医
療
機
関
へ
か
か
り
つ
け
医

機
能
報
告
制
度
に
関
す
る
周
知
を
行
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

依
頼
事
項

か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
の
開
始
に
向
け
て
業
務
体
制
等
を
確
認
い
た
だ
き
、
計
画
的
に
準
備
を
進
め
て
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

令
和

7年
1月

31
日
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
制
度
に
係
る
第
２
回
自
治
体
向
け
説
明
会
資
料
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５．外国人患者受入環境整備について 

 

○ 厚生労働省では、これまで「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向け

た総合対策」や「外国人材の受入れ・共生
きょうせい

のための総合的対応策」に基づいて、

全ての地域において、外国人患者が安全・安心に受診できる医療提供体制の整

備を推進しており、来年度も引き続き、取り組んでいくこととしております。 

 

○ 訪日外国人観光客数は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的

に減少いたしましたが、五類感染症への移行後、新型コロナウイルス感染症

流行前の水準を超えており、今後も増加が見込まれております。また、在留

外国人についても増加しておりますので、今後も外国人の医療ニーズは増え

ていくと考えられることから、外国人患者に着実に対応できる医療提供体制

を確保する必要がございます。 

 

○ 外国人の医療については、各地域の実情に応じた体制整備を行う必要があ

り、自治体と医療機関との連携に加えて、多文化共生
きょうせい

や観光の関係者など、

地域での様々な関係者との連携も重要であることから、各都道府県におかれ

ましては、協議会の設置・運営に取り組んでいただきたいと考えておりま

す。【PI 総 34】 

 

○ また、医療機関が直面する外国人患者対応に関する相談につきましては、

ワンストップで受け付ける相談窓口の設置・運用にも取り組んでいただきま

すようお願いいたします。【PI 総 35】 

 

○  これらの取組に対して、厚生労働省では、令和７年度予算案において、引

き続き、都道府県による協議会や、ワンストップ窓口の設置・運用に係る経

費の補助を行うための予算を計上しておりますので、是非ご活用いただきた

いと考えております。 

 

○ なお、ワンストップ窓口については、夜間・休日をカバーするため、国にお

いて、全国一律の医療機関向け相談窓口を開設しております。これは都道府県

の相談窓口の開設時間を補完するためのものであり、改めて、その利活用が図

られるよう、併せて周知いただきますようお願いいたします。【PⅠ総 37】 
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○ 加えて、希少言語に対応した遠隔通訳サービス事業や地方公共団体等が一括  

して電話医療通訳の利用に係る団体契約を行うことで、管下
か ん か

の医療機関がサー

ビスを利用できる支援も行っており、こちらにつきましてもご活用をいただきま

して、外国人患者の受入れ環境の更なる充実をお願いしたいと考えております。

【PI 総 37～38】 

 

○ このほか、医療機関に対して、外国人患者受け入れ体制整備を進める上で

参考となる「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」や、自

由診療となる訪日外国人患者の診療価格を設定する上で参考となる「訪日外

国人の診療価格算定方法マニュアル」を策定し、厚生労働省ホームページで

公開しております。多言語説明資料の提供や医療コーディネーター養成研修

等
など

を含め、引き続き、医療機関における外国人患者受け入れ体制整備の支援

にも取り組んでいく予定でございます。これらの情報につきましては、各医

療機関への周知をお願いいたします。。【PⅠ総 39】 
 
○ 厚生労働省では、外国人に向けて、各都道府県が選定する外国人患者を受

け入れる医療機関の情報をとりまとめ、厚生労働省ホームページ等で公表し

ており、今後も当該情報の更新や充実に向けてご協力いただきますようお願

いいたします。 
 
○  最後に、外国人患者を受入れていただく医療機関の質の確保を図るととも

に、地域関係者等への情報提供を行うため、厚生労働省の補助事業により、

「外国人患者受入れ情報サイト」を運用しており、こちらで、医療通訳サー

ビスや未収金対策の紹介を更に充実させておりますので、各都道府県におか

れましては、参考にしていただくとともに、各医療機関へも周知をお願いい

たします。【PⅠ総 40】 
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1

都
道
府
県
単
位
の
外
国
人
患
者
受
入
体
制
整
備
の
重
要
性

外
国
人
患
者
の
受
入
体
制
に
係
る
ニ
ー
ズ
や
リ
ソ
ー
ス
は
都
道
府
県
ご
と
に
異
な
り
、
優
先
課
題
も
大

き
な
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。

単
独
医
療
機
関
で
増
加
を
続
け
る
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
の
は
現
実
的
に
困
難
な
例
が
多
く
、
医
療
機

関
に
対
す
る
支
援
と
と
も
に
、
地
域
で
の
受
入
体
制
整
備
が
重
要
。

協
議
の
場

消
防
（
救
急
）

医
療

観
光

国
際
交
流
協
会

多
文
化
共
生

行
政

医
療
機
関

医
療
通
訳
団
体

行
政

医
師
会
・
病
院
団
体

観
光
協
会

宿
泊
関
連
業
者

行
政

行
政

都
道
府
県
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2

都
道
府
県
単
位
の
医
療
・
観
光
等
連
携
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
対
応
に
対
す
る
支
援

協
議
の
場

消
防
（
救
急
）

医
療

観
光

国
際
交
流
協
会

多
文
化
共
生

行
政

医
療
機
関

医
療
通
訳
団
体

行
政

医
師
会
・
病
院
団
体

観
光
協
会

宿
泊
関
連
業
者

行
政

行
政

海
外
の
保
険
会
社
、
出
入
国
在

留
管
理
局
、
大
使
館
な
ど
の
手

続
き
を
確
認
し
た
い
！

手
持
ち
の
日
本
円
が
な
い
ら
し
く
、
未
収
金
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
だ
。

ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
？

都
道
府
県

都
道
府
県
窓
口
（
平
日
・
日
中
対
応
）

地
域
の
実
態
把
握
や
課
題
の
協
議
・
体
制
整
備
方
針
策
定
等

国
窓
口
（
夜
間
・
休
日
対
応
）

委
託

都
道
府
県
に
、
地
域
の
課
題
の
協
議
等
を
行
う
業
界
分
野
横
断
的
な
関
係
者
に
よ
る
協
議
会
を
設
置
し
、
実

態
の
把
握
・
分
析
や
受
入
医
療
機
関
の
整
備
方
針
の
協
議
、
リ
ス
ト
作
成
と
関
係
者
へ
の
周
知
、
地
域
の
課

題
の
協
議
な
ど
を
行
う
。

都
道
府
県
に
、
医
療
機
関
等
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
様
々
な
相
談
に
対
応
で
き
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口
を
設
置
。

補
助
先
：
都
道
府
県

補
助
率
：
１
／
２

都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口
を
補
完
す
る
た
め
、
国
に
お
い
て
夜
間
・
休
日
の
対
応
を
行

う
窓
口
を
設
置
（
委
託
事
業
）
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希
少
言
語
に
対
応
し
た
遠
隔
通
訳
サ
ー
ビ
ス

0.
1億
円

民
間
サ
ー
ビ
ス
が
少
な
く
、
通
訳
の
確
保
が
困
難
な
希
少
言
語

に
つ
い
て
、
医
療
機
関
向
け
の
遠
隔
通
訳
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

【
委
託
】

地
域
の
外
国
人
患
者
受
入
体
制
整
備
等
を
協
議
す
る
場
の
設
置

8百
万
円

都
道
府
県
に
地
域
の
課
題
の
協
議
等
を
行
う
業
界
分
野
横
断
的
な

関
係
者
に
よ
る
協
議
会
を
設
置
し
、
実
態
の
把
握
・
分
析
や
受
入
医

療
機
関
の
整
備
方
針
の
協
議
、
リ
ス
ト
作
成
と
関
係
者
へ
の
周
知
、

地
域
の
課
題
の
協
議
等
を
行
う
【
補
助
】

医
療
機
関
の
外
国
人
対
応
に
資
す
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口
の
設
置

7百
万
円

都
道
府
県
に
、
医
療
機
関
等
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
外
国
人
対
応
に
関

す
る
日
常
的
な
相
談
か
ら
複
雑
な
課
題
に
も
対
応
で
き
る
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
型
の
相
談
窓
口
を
設
置
す
る
【
補
助
】

外
国
人
患
者
受
入
れ
環
境
の
整
備
等
の
推
進

令
和
７
年
度
予
算
案
２
.8
億
円

厚
生
労
働
省
事
業

医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
養
成
研
修

0.
6億
円

医
療
機
関
の
外
国
人
患
者
受
入
対
応
能
力
向
上
の
た
め
、
医
療

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
養
成
研
修
等
を
実
施
【
委
託
】

医
療
機
関
に
お
け
る
外
国
人
対
応
に
資
す
る
夜
間
・
休
日
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口

0.
6億
円

都
道
府
県
に
お
け
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口
の
機
能
を
補
完
す
る
た
め
、
国
に
お
い
て
夜
間
・
休
日
に
お
け
る
医
療
機
関
か
ら
の
相
談
に
対
す

る
相
談
窓
口
を
設
置
す
る
【
委
託
】

注
）
計
数
は
そ
れ
ぞ
れ
四
捨
五
入
し
て
い
る
た
め
、
合
計
が
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。

都
道
府
県
向
け
支
援

医
療
機
関
向
け
支
援

団
体
契
約
を
通
じ
た
電
話
医
療
通
訳
の
利
用
促
進
事
業

0.
1億
円

電
話
医
療
通
訳
の
団
体
契
約
を
通
じ
て
、
医
療
機
関
に
お
け
る
電
話
医
療
通
訳
の
利
用
を
促
進
【
補
助
】

医
療
通
訳
者
・
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
置
等
支
援
事
業

1.
3億
円

外
国
人
患
者
を
受
け
入
れ
る
拠
点
的
な
医
療
機
関
へ
の
医
療
通

訳
者
等
の
配
置
や
、
当
該
医
療
機
関
の
体
制
整
備
を
支
援
す
る

た
め
の
情
報
提
供
や
助
言
を
実
施
【
補
助
】
※

30
箇
所
程
度
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医
療
機
関
に
お
け
る
外
国
人
対
応
に
資
す
る
夜
間
・
休
日
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口
事
業

希
少
言
語
に
対
応
し
た
遠
隔
通
訳
サ
ー
ビ
ス
事
業

Ⅰ-総37



5

電
話
に
よ
る
医
療
通
訳
は
、
対
面
通
訳
と
比
べ
て
、
①
即
時
性
が
あ
る
、
②
対
応
可
能
な
地
域
が
限
定

さ
れ
な
い
、
③
対
応
可
能
な
言
語
の
幅
が
広
い
等
の
特
徴
が
あ
る
な
ど
、
利
便
性
が
高
い
部
分
も
あ
る

も
の
の
、
医
療
機
関
に
お
け
る
認
知
度
は
ま
だ
十
分
で
な
い
。

電
話
医
療
通
訳
の
団
体
契
約
を
通
じ
、
そ
の
利
便
性
に
対
す
る
医
療
機
関
の
認
識
を
広
め
る
こ
と
で
、

電
話
医
療
通
訳
の
利
用
を
促
進
す
る
。

と
り
ま
と
め
団
体
は
以
下
を
実
施
。

①
電
話
医
療
通
訳
サ
ー
ビ
ス

提
供
事
業
者
と
の
間
で
、

一
括
し
て
電
話
医
療
通
訳
の
利
用
に

係
る
契
約
を
行
う
（
団
体
契
約
）
。

②
管
下
の
医
療
機
関
に
対
し
て

電
話
医
療
通
訳
に
関
す
る
周
知
を

行
い
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
い

参
画
医
療
機
関
の
募
集
等
を
行
う
。

③
適
宜
、
医
療
機
関
が
ト
ラ
ブ
ル
な
く

電
話
医
療
通
訳
を
利
用
・
運
用
で
き
て
い
る
か

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う
。

④
厚
生
労
働
省
へ
実
績
報
告
す
る
。

事
業
内
容

と
り
ま
と
め
団
体

電
話
医
療
通
訳

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者

・
電
話
回
線
に
よ
る
通
訳

地
方
公
共
団
体

病
院
団
体

医
師
会
等

電
話
医
療
通
訳

サ
ー
ビ
ス
の
周
知
・

浸
透
を
図
り
、
外
国

人
患
者
の
医
療
機

関
へ
の
ア
ク
セ
ス

向
上
を
実
現
。

①
団
体
契
約

（
と
り
ま
と
め
団
体
管
下
の
）

医
療
機
関

厚
生
労
働
省

補
助
率
：
1
/
2

団
体
契
約
を
通
じ
た
電
話
医
療
通
訳
の
利
用
促
進
事
業
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6

外
国
人
患
者
の
受
入
れ
の
た
め
の
医
療
機
関
向
け
マ
ニ
ュ
ア
ル

訪
日
外
国
人
の
診
療
価
格
算
定
方
法
マ
ニ
ュ
ア
ル

医
療
機
関
に
お
い
て
、
外
国
人
患
者
受
け
入
れ
体
制
整
備
を
進
め
る
上
で
参
考
と
な
る
外
国
人
患
者
の
受
入
れ
の
た
め
の
医
療

機
関
向
け
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
、
自
由
診
療
と
な
る
訪
日
外
国
人
患
者
の
診
療
価
格
を
設
定
す
る
上
で
参
考
と
な
る
訪
日
外
国
人
の
診

療
価
格
算
定
方
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
し
、
多
言
語
説
明
資
料
等
と
と
も
に
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
る
。

【
厚
生
労
働
省

医
療
の
国
際
展
開
】

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
/
s
t
f
/
s
e
i
s
a
k
u
n
i
t
s
u
i
t
e
/
b
u
n
y
a
/
k
e
n
k
o
u
_
i
r
y
o
u
/
i
r
y
o
u
/
k
o
k
u
s
a
i
/
i
n
d
e
x
.
h
t
m
l

外
国
人
患
者
の
受
入
れ
の
た
め
の
医
療
機
関
向
け
マ
ニ
ュ
ア
ル

【
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】

ht
tp

s:/
/w

w
w.

m
hl

w.
go

.jp
/s

tf/
se

isa
ku

ni
ts

ui
te

/b
un

ya
/0

00
01

73
23

0_
00

00
3.

ht
m

l

訪
日
外
国
人
の
診
療
価
格
算
定
方
法
マ
ニ
ュ
ア
ル

【
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】

ht
tp

s:/
/w

w
w.

m
hl

w.
go

.jp
/s

tf/
se

isa
ku

ni
ts

ui
te

/b
un

ya
/k

en
ko

u_
i

ry
ou

/ir
yo

u/
ne

w
pa

ge
_0

88
38

.h
tm

l
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7

ht
tp

s:/
/in

te
rn

at
io

na
lp

at
ie

nt
s.j

p/

平
成
3
0
年
度
よ
り
、
外
国
人
患
者
受
け
入
れ
に
有
用
な
情
報
を
ま
と
め
た
「
外
国
人
患
者
受
け
入
れ
サ
イ

ト
」
の
運
用
を
開
始
。

有
用
な
情
報
を
順
次
更
新
・
追
加
し
て
い
く
予
定
。

外
国
人
患
者
受
入
れ
情
報
サ
イ
ト
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６．性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターについて 

 

○ 「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」（以下「ワ

ンストップ支援センター」という。）は、性犯罪・性暴力被害者に対して、

被害直後からの総合的な支援（医療、カウンセリング等の心理的支援、法

的支援等）を可能な限り一か所で提供することで、被害者の心身の負担軽

減、警察への届出促進等を図ることを目的に設置されている。       

 
 

  ※ワンストップ支援センターの形態別設置数（令和６年４月現在） 

   ・病院拠点型 12 カ所 

   ・相談センター拠点型 ３カ所 

   ・相談センターを中心とした連携型 37 カ所 

 

○ これまで、ワンストップ支援センターについては「第５次男女共同参画

基本計画」（令和２年 12 月 25 日閣議決定）で、拠点となる病院の整備促進

や専門人材の育成を図ることが求められ、また、「第４次犯罪被害者等基本

計画」（令和３年３月 30 日閣議決定）においては、都道府県の協力を得て、

ワンストップ支援センターの開設を希望する団体等への情報提供を行うこ

と等が厚生労働省の役割として明記されている。 
 

○ 加えて、「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2024」(女性版骨太の方針 

2024)においては、法医学的な支援も含めた性犯罪・性暴力被害者のための 

診療、支援の在り方について必要となる事項を整理し、性暴力被害に対応 

できる診療科毎の医療機関リストの作成について検討を進めるとされたと 

ころ。  
 

○ 各都道府県におかれては、ワンストップ支援センターの機能充実のため、

協力可能な医療機関の情報収集を引き続きお願いするとともに、今後、性

暴力被害に対応できる診療科毎の医療機関リストの作成を予定している

ことから、その作成にあたっては協力をお願いする。 
 

 ※特に、面談相談者の約４割が 10 代以下のため「小児科」、心的外傷後ストレ

ス障害(PTSD)に苦しむ方が多いことから「精神科」の協力が求められてい

る。 

 
 

○ また、令和６年 10 月８日付事務連絡「「性犯罪・性暴力被害者のための

ワンストップ支援センター」の運営にかかる協力依頼について」のとおり、 

①医療機関向けのリーフレットの周知・配布 

②ワンストップ支援センターの開設等に協力可能な医療機関の情報収集 

③ワンストップ支援センターの機能強化や医療機関との連携構築等にかか 

る相談・協力依頼があった際の衛生主管部局の積極的な関与（ワンスト

ップ支援センター所管部局との連携） 

 ④「性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金」の紹介及び活用 

 につきまして、引き続きの協力をお願いする。 
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性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー

目
的

・
被
害
直
後
か
ら
の
総
合
的
な
支
援
を
可
能
な
限
り
一
か
所
で
提
供

・
被
害
者
の
心
身
の
負
担
を
軽
減
し
、
そ
の
健
康
の
回
復
を
図
る

・
警
察
へ
の
届
出
の
促
進
・
被
害
の
潜
在
化
防
止

設
置
根
拠

・
第
５
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画

・
第
４
次
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画

・
4
7
都
道
府
県

（
5
2
か
所
）

目
的

役
割

設
置
根
拠

設
置
都
道
府
県
数

（
セ
ン
タ
ー
数
）

求
め
ら
れ
る

核
と
な
る
機
能

・
産
婦
人
科
等
医
療
的
支
援
（
緊
急
避
妊
薬
の
処
方
・
証
拠
採
取
・
継
続
的
な
医
療
等
）

・
法
的
支
援
（
弁
護
士
相
談
、
弁
護
士
紹
介
等
）

・
心
理
的
支
援
（
精
神
科
の
医
療
費
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
費
用
の
補
助
等
）

機
能

・
内
閣
府
か
ら
、
都
道
府
県
等
（
今
年
度
よ
り
指
定
都
市
・
中
核
市
を
追
加
）
へ

「
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
支
援
の
た
め
の
交
付
金
」
を
交
付

運
営

設
置
形
態

・
病
院
拠
点
型
（
1
2
セ
ン
タ
ー
）

・
相
談
セ
ン
タ
ー
拠
点
型
（
３
セ
ン
タ
ー
）

・
相
談
セ
ン
タ
ー
中
心
連
携
型
（
3
7
セ
ン
タ
ー
）

・
2
1
都
府
県
（
令
和
６
年
４
月
）

・
「
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
夜
間
休
日
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」

夜
間
休
日
に
対
応
し
て
い
な
い
道
府
県
に
つ
い
て
対
応
（
内
閣
府
が
設
置
）

2
4
時
間

運
営

相
談
件
数

・
6
9
,1
0
0
件
（
令
和
５
年
度
）
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性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
（
詳
細
）
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内
閣
府
「
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
を
対
象
と
し
た
支
援
状
況
等
調
査
」
報
告
書
（
令
和
５
年
３
月
）

 

＜
面
談
＞

※
年
代
が
不
明
の
者
を
除
い
た
場
合
の
割
合
（
令
和
４
年
６
月
～
８
月
）

Ｎ
＝

53
9

性
別
は
、
女
性
が
大
半
を
占
め
る
が
、
男
性
か
ら
の
相
談
も
電
話
で
は
約
１
割
と
な
っ
て
い
る
。

被
害
時
の
年
齢
は
、
約
半
数
を
１
０
代
以
下
が
占
め
て
お
り
、
中
学
生
以
下
に
限
っ
て
も
、
３
割
に
上
る
。

被
害
時
の
年
齢

女
性

8
1
.7
％
、
男
性

1
4
.0
％

＜
電
話
相
談
＞

＜
面
談
＞ 女
性

9
7
.5
％
、
男
性

2
.3
％

性
別

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
相
談
者
の
性
別
・
被
害
時
の
年
齢

12
歳
未
満

16
.7

%

12
歳
～
中
学
生

13
.2

%

中
卒
～

19
歳

19
.9

%

20
代

30
.6

%30
代
以
上

19
.7

%
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内
閣
府
「
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
を
対
象
と
し
た
支
援
状
況
等
調
査
」
報
告
書
（
令
和
５
年
３
月
）

 

（
令
和
４
年
６
月
～
８
月
）

Ｎ
＝

71
1

「
強
制
性
交
等
・
準
強
制
性
交
等
」
が
最
も
多
く
、
約
半
数
を
占
め
て
お
り
、

次
に
「
強
制
わ
い
せ
つ
・
準
強
制
わ
い
せ
つ
」
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

「
1
8
歳
未
満
へ
の
監
護
者
か
ら
の
わ
い
せ
つ
・
性
交
等
」
が
１
割
超
に
及
ん
で
い
る
。

被
害
類
型

強
制
性
交
・
準
強
制

性
交
等

47
.7

%

強
制
わ
い
せ
つ
・
準

強
制
わ
い
せ
つ

25
.2

%

18
歳
未
満
へ
の
監
護
者
か
ら

の
わ
い
せ
つ
・
性
交
等

11
.7

%

盗
撮

1.
4%

痴
漢

1.
1%

そ
の
他

12
.9

%
＜
面
談
＞

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
相
談
の
被
害
類
型
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内
閣
府
「
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
を
対
象
と
し
た
支
援
状
況
等
調
査
」
報
告
書
（
令
和
５
年
３
月
）

 

（
令
和
４
年
６
月
～
８
月
）

Ｎ
＝

71
1

「
友
人
・
知
人
」
が
最
も
多
く
、
次
い
で
、

「
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
人
」
、
「
S
N
S
や
掲
示
板
等
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
、

「
親
（
実
親
・
養
親
・
継
親
・
親
の
交
際
相
手
含
む
）
」
の
順
に
多
く
な
っ
て
い
る
。

加
害
者
と
の
関
係
＜
面
談
＞

3.
4%

7.
2%

17
.2

%

11
.0

%

8.
6%

3.
4%

8.
3%

3.
1%

1.
4%

0.
8%

11
.8

%

12
.8

%

7.
6%

3.
5%

0%
5%

10
%

15
%

20
%

25
%

30
%

35
%

40
%

(元
)配

偶
者

(元
)交

際
相

手

友
人

・知
人

親
(実

親
・養

親
・継

親
・親

の
交

際
相

手
含

む
)

その
他

家
族

・親
戚

職
場

・バ
イト

先
関

係
者

(同
僚

)

職
場

・バ
イト

先
関

係
者

(雇
用

主
・上

司
等

、客
含

む
)

学
校

・大
学

の
教

員
や

部
活

動
の

コー
チ

福
祉

関
係

者
(福

祉
施

設
職

員
) 

医
療

関
係

者
(病

院
・診

療
所

職
員

)

SN
Sや

掲
示

板
等

イン
ター

ネ
ット

ま
った

く知
らな

い
人

不
明

その
他

(例
え

ば
「不

特
定

多
数

」等
)

加
害
者
と
の
関
係
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内
閣
府
「
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
を
対
象
と
し
た
支
援
状
況
等
調
査
」
報
告
書
（
令
和
５
年
３
月
）

 

（
令
和
４
年
６
月
～
８
月
）

Ｎ
＝

70
8

被
害
か
ら
セ
ン
タ
ー
の
面
談
に
至
る
ま
で
の
時
間
に
つ
い
て
は
、
「
7
2
時
間
以
内
」
が
最
も
多
い
。

一
方
で
、
「
１
年
以
上
1
0
年
未
満
」
・
「
概
ね
1
0
年
以
上
」
を
合
わ
せ
る
と
全
体
の
約
２
割
と
な
っ
て
お
り
、

被
害
か
ら
長
い
時
間
を
経
て
、
相
談
に
至
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。

相
談
ま
で
に
要
し
た
時
間

＜
面
談
＞

24
.7

%

7.
5%

14
.7

%

15
.4

%

7.
5%

12
.4

%

8.
1% 9.

7%

0%
20

%
40

%
60

%

72
時

間
以

内

72
時

間
超

～
1週

間
以

内

1週
間

超
～

1カ
月

以
内

1カ
月

超
～

半
年

以
内

半
年

超
～

1年
以

内

1年
以

上
10

年
未

満

概
ね

10
年

以
上

不
明

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
相
談
ま
で
に
要
し
た
時
間
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ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー

全
国
共
通
短
縮
番
号
（
Ｒ
２
.1
0
/
1
～
）

性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
相
談
体
制
の
拡
充

性
暴
力
に
関
す
る
S
N
S
相
談

「
キ
ュ
ア
タ
イ
ム
」

R
2
.1
0
/
2
～

性
犯
罪
・
性
暴
力
の
夜
間
の
相
談
や
緊
急
対
応
の
た
め
、
こ
れ

ま
で
夜
間
休
日
に
は
対
応
し
て
い
な
い
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン

タ
ー
の
運
営
時
間
外
に
、
被
害
者
か
ら
の
相
談
を
受
け
付
け
、

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
て
、
支
援
を
実
施

性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の

夜
間
休
日
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
Ｒ
３
.1
0
/
1
～
）

「
#
8
8
9
1
」

(は
や
く
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
)

キ
ュ
ア
タ
イ
ム

検
索
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（
参
考
）
令
和
６
年

10
月
８
日
事
務
連
絡
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（
参
考
）
医
療
機
関
向
け
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
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女
性
版
骨
太
の
方
針

20
24
（
女
性
活
躍
・
男
女
共
同
参
画
の
重
点
方
針

20
24
）
抜
粋

Ⅲ
個
人
の
尊
厳
と
安
全
・
安
心
が
守
ら
れ
る
社
会
の
実
現

（
４
）
性
犯
罪
・
性
暴
力
対
策
の
強
化

⑥
切
れ
目
の
な
い
手
厚
い
被
害
者
支
援
の
確
立

ウ
医
療
的
支
援
の
充
実
と
専
門
人
材
の
育
成

性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
に
対
す
る
医
療
的
支
援
の
更
な
る
充
実
の
た
め
、
各
地
域
に
お
い
て
、
病
院

へ
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
中
核
的
病
院
を
始
め
と
し
た
医
療
機
関
等
と
の
提
携
等
の

推
進
を
図
る
。
特
に
、
中
長
期
的
な
関
係
の
構
築
を
見
据
え
て
公
立
病
院
や
公
的
病
院
へ
の
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
や
提
携
を
含
め
、
関
係
強
化
を
図
る
。
【
内
閣
府
、
厚
生
労
働
省
】

地
域
に
お
い
て
性
暴
力
被
害
者
の
支
援
を
行
う
医
療
関
係
者
等
の
専
門
家
を
育
成
す
る
た
め
の
Ｏ
Ｊ
Ｔ

を
含
む
実
技
研
修
等
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
必
要
な
治
療
を
行
え
る
医
師
等
の
専
門
職
の
育
成
を
促
進
す

る
と
と
も
に
、
適
切
な
処
遇
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
あ
わ
せ
て
、
医
療
機
関
の
関
係
者
に
対
し
て
、
ワ

ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
と
医
療
機
関
と
の
連
携
等
に
つ
い
て
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
に
よ
り
周
知
し
、
医

療
機
関
の
関
係
者
の
理
解
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
法
医
学
的
な
支
援
も
含
め
た
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害

者
の
た
め
の
診
療
、
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
必
要
と
な
る
事
項
を
整
理
し
、
性
暴
力
被
害
に
対
応
で
き

る
診
療
科
毎
の
医
療
機
関
リ
ス
ト
の
作
成
に
つ
い
て
、
検
討
を
進
め
る
。
【
内
閣
府
、

厚
生
労
働
省
】
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交
付

先
：

都
道
府
県
、
政
令
指
定
都
市

、
中
核

市

対
象
経
費

：
都
道
府
県
等
が
負
担
し
た
以

下
①
～

③
に
関
す
る
経
費

①
相

談
セ
ン
タ
ー
の
運
営
費
等

（
人

件
費

（
支

援
員

の
処

遇
改

善
、

事
務

職
員

の
配

置
、

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

等
の

配
置

、
2
4
時

間
対

応
へ

の
取

組
等

）
、

広
報

啓
発

、
関

係
機

関
と

の
連

携
強
化

、

法
的

支
援

、
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

と
の

連
携

に
係

る
経

費
、

先
進

的
な

取
組

に
要

す
る

経
費

（
S
N
S
対

応
、

外
国

語
・

手
話

対
応

等
）

、

こ
ど

も
・

若
者

・
男

性
被

害
者
へ

の
支

援
に

要
す

る
経

費
、
拠

点
と

な
る

病
院

を
有

す
る

支
援

セ
ン

タ
ー
に

対
す

る
取

組
加

算
等

）

②
被

害
者
の
医
療
費
等

（
緊

急
避

妊
措

置
、

検
査

費
用

（
妊

娠
検

査
、

性
感

染
症

検
査

、
薬

物
検

査
）
、

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
費

用

他
県

居
住

者
の

被
害

の
支

援
に
係

る
経

費
（

急
性

期
）

、
証
拠

採
取

キ
ッ

ト
等

の
購

入
に

係
る

経
費

、
人
工

妊
娠

中
絶

に
要

す
る

経
費

等
）

③
Ａ
Ｖ
出
演
被
害
防
止
・
救
済

に
関
す
る
法
的
支
援
に
要

す
る
経
費

交
付

率
：

対
象
経
費
の
1
/
2(
「
②
被
害
者
の
医
療
費
等
」
は
1
/
3
 
、
「
③
Ａ
Ｖ
出
演
被
害
防
止
・
救

済
に
関
す
る
法
的
支
援
に

要
す
る
経
費
」
は
全
額

)

そ
の

他
：

他
の
国
庫
補
助
制
度
を
適
用

可
能
な

場
合
は
、
他
制
度
優
先
(
本
制
度
の
優
先
利
用
や
他

制
度
と
の
二
重
交
付
は
不

可
)

性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
支
援
の
た
め
の
交
付
金

目
的

○
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
の
安
定
化
及
び
被
害
者
支
援
機
能
の
強
化
の
た
め
、
都
道
府
県
等
に
よ

る
支
援
セ
ン
タ
ー
の
整
備
等
に
係
る
取
組
を
支
援
し
、
被
害
者
支
援
に
係
る
取
組
の
充
実
を
図
る
。

予
算
ス
キ
ー
ム

内
閣
府

概
要

交
付
金

【
令
和
７
年
度
概
算
決
定
額
５
．
０
億
円
】

（
令
和
６
年
度
予
算
額
４
．
９
億
円
補
正
予
算
額
２
．
３
億
円
）

性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者

の
た
め
の

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー

都
道
府
県
等

※
こ
の
事
業
の
地
方
負
担
に
対
し
て
は
、
普
通
交
付
税
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

①
被
害
者
相
談
支
援
運
営
・
機
能
強
化
事
業

（
相
談
セ
ン
タ
ー
の
運
営
費
等
）

②
医
療
費
等
公
費
負
担
事
業

（
被
害
者
の
医
療
費
、
証
拠
採
取
キ
ッ
ト
等
の
購
入
経
費
等
）

③
Ａ
Ｖ
出
演
被
害
防
止
・
救
済
に
関
す
る
法
的
支
援
事
業
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７．遠隔医療について 

 

（１）オンライン診療その他の遠隔医療の適正な推進について 

【PⅠ総 55】 

○ オンライン診療が幅広く適正に推進されるよう、国、都道府県、市町村、

医療機関等の関係者の望ましい取組の方向性を提示するため、令和５年６

月に「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」を策定

した。 

 

○ 「基本方針」に基づき、令和５年度の事業において、国民・患者向け

の啓発資材の作成、医療機関が導入時に参考とできるような事例集、手引

き書、チェックリスト等の作成を行っている。遠隔医療の幅広く適正な推

進のために、ご活用いただきたい。 

 

（２）地域医療の充実のための遠隔医療補助事業（遠隔医療設備整備事業）に 

  ついて基準額の変更を予定                    

    【PⅠ総 56～ 58】 

○   保険診療を目的とする「オンライン診療」に必要な情報通信機器に

関しての補助基準額を 8,250 千円から 2,660 千円に基準額の変更を予

定。 

 

○   新たに「遠隔手術指導」にかかる機器を補助対象に加え、基準額を

5,580 千円とする予定。 

なお、遠隔手術指導とは、手術中の術野映像、患者のバイタルデー

タ等をリアルタイムに遠隔地の医師へ共有することで、遠隔地にいる

他の医師の指導を受けながら手術を行うものを指す。 

 

○ 当該補助事業の活用にあたっては、（１）に記載の基本指針やその 

他オンライン診療にかかる関係通知等を遵守するとともに、地域にお 

ける医療提供体制を踏まえ、補助対象医療機関の選定をお願いしたい。 
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民
間
事
業
者
等
◆
対
象
経
費
：
委
託
費
（
人
件
費
、
謝
金
、
旅
費
、
消
耗
品
費
、
会
議
費
、
会
場
借
料
等
）

３
実
施
主
体
等

２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

１
事
業
の
目
的

遠
隔
医
療
の
普
及
推
進
に
か
か
る
事
業

令
和
７
年
度
当
初
予
算
案
1
0
百
万
円
（
1
4
百
万
円
）
※
（
）
内
は
前
年
度
当
初
予
算
額

・
遠
隔
医
療
は
ア
ク
セ
ス
が
制
限
さ
れ
て
い
る
地
域
や
通
院
が
困
難
な
患
者
に
対
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
が
、
医
療
関
係
者
間
の
円
滑
な

意
思
疎
通
手
段
と
し
て
、
そ
の
ほ
か
に
も
幅
広
い
活
用
が
期
待
さ
れ
る
。
一
方
で
、
諸
外
国
と
比
較
し
て
、
そ
の
利
用
が
十
分
に
進
ん
で
い
な
い
実
態
が
あ
る
。

・
利
用
が
進
ん
で
い
な
い
要
因
と
し
て
、
医
療
機
関
・
患
者
双
方
の
技
術
的
な
課
題
や
受
診
診
療
に
お
け
る
不
安
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

・
こ
う
し
た
課
題
に
取
り
組
み
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
そ
の
他
の
遠
隔
医
療
の
推
進
に
向
け
た
基
本
方
針
に
基
づ
く
、
適
切
な
遠
隔
医
療
の
普
及
活
用
を
進
め
る
必
要

が
あ
る
。

R
６

遠
隔
医
療
に
関
す
る
事
例
収
集
・
調
査

・
遠
隔
医
療
を
活
用
し
て
い
る
地
域
・
医

療
機
関
を
対
象
に
し
た
国
内
外
へ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
行
う
。

遠
隔
医
療
の
普
及
啓
発

・
収
集
し
た
事
例
等
に
つ
い
て
、
関
係
団

体
及
び
有
識
者
に
よ
る
検
証
を
行
い
、

他
医
療
機
関
の
医
師
と
連
携
し
て
行
う

形
態
の
遠
隔
医
療
の
現
状
分
析
や
今
後

の
方
策
を
提
言
す
る
た
め
の
検
討
を
行

う
。

遠
隔
医
療
に
関
す
る
事
例
収
集
・
調
査

○
こ
れ
ま
で
に
着
目
し
て
き
た
医
療
機
関
側
の
課
題
だ
け
で
は
な
く
、
自
治
体
や
患
者
側
の
課
題
も
重
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
自
治
体
等
を
対
象
に
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
行
い
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
活
用

す
る
上
で
の
課
題
に
つ
い
て
自
治
体
・
患
者
側
の
視
点
を
含
め
た
実
態
を
把
握
。

○
抽
出
さ
れ
た
課
題
に
適
切
に
対
応
し
な
が
ら
遠
隔
医
療
・
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
実
施
し
て
い
る
事
例
等
を
調

査
・
収
集
。

○
抽
出
さ
れ
た
課
題
・
収
集
し
た
事
例
等
に
つ
い
て
、
関
係
団
体
及
び
有
識
者
に
よ
る
検
証
を
行
い
、
課
題
解

決
の
方
策
を
検
討
。
ま
た
、
課
題
に
応
じ
た
事
例
集
等
を
作
成
。

オ
ン
ラ
イ
ン

オ
ン
ラ
イ
ン

R
７
（
令
和
６
年
度
の
取
組
み
を
一
部
継
続
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
み
を
踏
ま
え
以
下
を
実
施
）

医
政
局
総
務
課
（
内
線
2
5
2
0
）
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３
実
施
主
体
等

２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

１
事
業
の
目
的

令
和
７
年
度
当
初
予
算
案
1
.0
億
円
（
1
.4
億
円
）
※
（

）
内
は
令
和
６
年
度
当
初
予
算
額

こ
の
事
業
は
、
情
報
技
術
を
応
用
し
た
遠
隔
医
療
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
の
地
域
格
差
を
解
消
し
、
医
療
の
質
及
び
信
頼
性
を

確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

情
報
通
信
機
器
を
活
用
し
て
病
理
画
像
・
Ｘ
線
画
像
等
を
遠
隔
地
の
医
療
機
関
に
伝
送
し
、
専
門
医
の
診
断
・
助
言
を
得
る
こ
と
で
、
適
切

な
対
応
を
可
能
と
す
る
。
ま
た
、
患
者
の
通
院
負
担
軽
減
や
医
師
の
移
動
負
担
軽
減
、
医
療
資
源
の
柔
軟
な
活
用
な
ど
の
観
点
か
ら
、
情

報
通
信
機
器
を
活
用
し
て
、
医
師
と
患
者
間
に
お
け
る
遠
隔
地
か
ら
の
診
療
を
行
う
。

○
実
施
主
体
：
都
道
府
県
、
市
町
村
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
め
る
者

○
補
助
率
：
２
分
の
１

○
補
助
対
象
経
費
：
遠
隔
医
療
の
実
施
に
必
要
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
及
び
附
属
機
器
等
の
購
入
費

○
補
助
基
準
額
：
遠
隔
病
理
診
断
（
支
援
側
4
,5
9
8
千
円
、
依
頼
側
14
,1
9
8
千
円
）
、
遠
隔
画
像
診
断
及
び
助
言
（
支
援
側
1
6
,3
90
千
円
、
依
頼
側
1
4
,8
55
千
円
）、

遠
隔
手
術
指
導
（
5
,5
8
0
千
円
）
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
（
※
）
装
置
（
2,
6
60
千
円
）
※
保
険
診
療
を
目
的
に
行
う
整
備
に
限
る
。

※
医
療
施
設
等
設
備
整
備
費
補
助
金
の
メ
ニ
ュ
ー
予
算

遠
隔
画
像
診
断

【
概
要
】
Ｘ
線
写
真
や
Ｍ
Ｒ
Ｉ
画
像
な
ど
、
放
射
線
科
で
使
用

さ
れ
る
画
像
を
通
信
で
伝
送
し
、
遠
隔
地
の
専
門
医
が

診
断
を
行
う
。

【
効
果
】
専
門
医
に
よ
る
高
度
で
専
門
的
な
診
断
を
受
け
ら

れ
る
。

大
学
病
院
等

地
域
病
院

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

CT
、

M
RI
画
像
登
録

読
影
ﾚﾎ
ﾟｰ
ﾄ受
領

CT
、

M
RI
画
像
読
込

読
影
結
果
登
録

遠
隔
手
術
指
導

【
概
要
】
手
術
中
の
術
野
映
像
、
患
者
の
バ
イ
タ
ル
デ
ー
タ

等
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
遠
隔
地
の
医
師
へ
共
有
し
、

指
導
を
受
け
な
が
ら
手
術
を
行
う
。

【
効
果
】
医
療
の
地
域
間
格
差
の
解
消
、
地
域
に
勤
務
す
る

若
手
医
師
の
教
育
支
援
等
に
つ
な
が
る
。

専
門
医
(指
導
医
側
)

専
門
医
の
い
る
病
院

手
術
実
施
施
設

（
執
刀
医
側
）

医
師
ー
医
師
間

(D
 to

 D
)

遠
隔
病
理
診
断

【
概
要
】
体
組
織
の
画
像
や
顕
微
鏡
の
映
像
を
送
受
信
す
る

な
ど
し
、
遠
隔
地
の
医
師
が
、
特
に
手
術
中
に
リ
ア
ル

タ
イ
ム
に
遠
隔
診
断
を
行
う
。

【
効
果
】
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
手
術
範
囲
の
決
定
な
ど
専
門
医
の

判
断
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

手
術
執
刀
医
側

電
動
顕
微
鏡

担
当
医

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

顕
微
鏡
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

顕
微
鏡
操
作

ｺﾝ
ﾄﾛ
ｰﾗ
ｰ

専
門
医
(病
理
医
)側

顕
微
鏡
動
画
像

映
像
／
音

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

医
師
ー
患
者
間

(D
 to

 P
、

D 
to

 P
 w

ith
 N

 等
)

遠
隔
診
療
（
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
）

遠
隔
診
療
（
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
）

【
概
要
】

医
師
－
患
者
間
に
お
い
て
、
情
報
通
信
機
器
を
通
し

て
、
患
者
の
診
察
及
び
診
断
を
行
い
診
断
結
果
の
伝

達
や
処
方
等
の
診
療
行
為
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
行
う
。

【
効
果
】
医
療
に
対
す
る
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
確
保
し
、

よ
り
よ
い
医
療
を
得
ら
れ
る
機
会
を
増
や
す
こ
と
が

で
き
る
。

患
者

医
師

指
示

診
察

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
案
）
地
域
医
療
の
充
実
の
た
め
の
遠
隔
医
療
補
助
事
業
（
遠
隔
医
療
設
備
整
備
事
業
）

Ⅰ-総56



（
案
）
地
域
医
療
の
充
実
の
た
め
の
遠
隔
医
療
補
助
事
業
（
遠
隔
医
療
設
備
整
備
事
業
）

旧
新

地
域
医
療
の
充
実
の
た
め
の
遠
隔
医
療
補
助
事
業
実
施
要
綱

１
目

的
こ
の
事
業
は
、
情
報
通
信
技
術
を
応
用
し
た
遠
隔
医
療
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
の
地
域
格
差

を
解
消
し
、
医
療
の
質
及
び
信
頼
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
実
施
主
体

都
道
府
県
、
市
町
村
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
め
る
者
。

３
事
業
内
容

情
報
通
信
機
器
を
活
用
し
て
病
理
画
像
、
Ｘ
線
画
像
、
動
画
等
を
遠
隔
地
の
医
療
機
関
に
伝
送
し
、

専
門
医
の
診
断
・
助
言
を
得
る
こ
と
で
、
適
切
な
対
応
を
可
能
と
す
る
。

ま
た
、
患
者
の
通
院
負
担
軽
減
や
医
師
の
移
動
負
担
軽
減
、
医
療
資
源
の
柔
軟
な
活
用
な
ど
の
観
点

か
ら
、
情
報
通
信
機
器
を
活
用
し
て
、
医
師
と
患
者
間
に
お
け
る
遠
隔
地
か
ら
の
診
療
を
行
う
。

４
整
備
対
象

遠
隔
医
療
（
遠
隔
病
理
診
断
・
遠
隔
画
像
に
よ
る
診
断
及
び
助
言
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
）
の
実
施
に
必

要
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
機
器
・
通
信
機
器
等
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
導
入
を
含
む
）
の
整
備
。

た
だ
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
つ
い
て
は
、
保
険
診
療
を
目
的
に
行
う
整
備
に
限
る
こ
と
と
し
、
自
由

診
療
を
目
的
と
す
る
者
が
行
う
整
備
は
除
く
も
の
と
す
る
。

５
そ
の
他

（
１
）
遠
隔
医
療
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

①
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
そ
の
他
の
遠
隔
医
療
の
推
進
に
向
け
た
基
本
方
針
」

（
ht

tp
s:/

/w
w

w.
m

hl
w.

go
.jp

/co
nt

en
t/1

08
00

00
0/

00
11

16
01

5.
pd

f）
②
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
適
切
な
実
施
に
関
す
る
指
針
」

（
ht

tp
s:/

/w
w

w.
m

hl
w.

go
.jp

/co
nt

en
t/1

08
00

00
0/

00
12

33
21

2.
pd

f）
③
「
医
療
・
介
護
関
係
事
業
者
に
お
け
る
個
人
情
報
の
適
切
な
取
扱
い
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
/
t
o
p
i
c
s
/
b
u
k
y
o
k
u
/
s
e
i
s
a
k
u
/
k
o
j
i
n
/
d
l
/
1
7
0
8
0
5
-
1
1
a
.
p
d
f
)

④
「
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
の
安
全
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

（
h
t
t
p
:
//
ww
w.
mh
lw
.g
o.
jp
/f
il
e/
05
-S
hi
ng
ik
ai
-1
26
01
00
0-
Se
is
ak
ut
ou
ka
ts
uk
an
-S
an
ji
ka
ns
hi
ts
u_
Sh
ak
ai
ho
sh
ou
ta
nt
ou
/0
00
00
26
08
0.
pd
f）

を
遵
守
す
る
こ
と
。

（
２
）
遠
隔
医
療
に
か
か
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
す
る
こ
と
。

①
遠
隔
医
療
に
関
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
ht

tp
s:/

/w
w

w.
m

hl
w.

go
.jp

/st
f/i

nd
ex

_0
02

4.
ht

m
l）

②
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
関
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
ht

tp
s:/

/w
w

w.
m

hl
w.

go
.jp

/st
f/i

nd
ex

_0
02

4_
00

00
4.

ht
m

l）
③
医
療
分
野
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
関
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
ht
tp
s:
//
ww
w.
mh
lw
.g
o.
jp
/s
tf
/s
ei
s
a
ku
ni
ts
ui
te
/b
un
ya
/k
en
ko
u_
ir
yo
u/
ir
yo
u/
jo
ho
ka
/c
y
be
r-
se
cu
ri
ty
.h
tm
l）

地
域
医
療
の
充
実
の
た
め
の
遠
隔
医
療
補
助
事
業
実
施
要
綱

１
目

的
（
略
）

２
実
施
主
体

（
略
）

３
事
業
内
容

（
略
）

４
整
備
対
象

遠
隔
医
療
（
遠
隔
病
理
診
断
、
遠
隔
画
像
診
断
、
遠
隔
手
術
指
導
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
）
の
実
施
に
必

要
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
機
器
・
通
信
機
器
等
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
導
入
を
含
む
）
の
整
備
。

た
だ
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
つ
い
て
は
、
保
険
診
療
を
目
的
に
行
う
整
備
に
限
る
こ
と
と
し
、
自
由

診
療
を
目
的
と
す
る
者
が
行
う
整
備
は
除
く
も
の
と
す
る
。

５
そ
の
他

（
１
）
①
～
③
（
略
）

④
「
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
の
安
全
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

（
ht

tp
s:/

/w
w

w.
m

hl
w.

go
.jp

/co
nt

en
t/1

08
08

00
0/

00
11

12
04

4.
pd

f）
を
遵
守
す
る
こ
と
。

（
２
）
遠
隔
手
術
指
導
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
一
般
社
団
法
人
日
本
外
科
学
会
が
公
開
し
て
い
る
「
遠
隔

手
術
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
く
実
施
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
。

（
３
）

（
略
）
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（
案
）
地
域
医
療
の
充
実
の
た
め
の
遠
隔
医
療
補
助
事
業
（
遠
隔
医
療
設
備
整
備
事
業
）
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８．その他関連施策について 

 

（１）インフラ長寿命化計画について 【PⅠ総 63】 

○ 今後、各種公共施設等の老朽化が進むことを踏まえ、「経済財政運営の基

本方針 2019」（令和元年６月 21 日閣議決定）等において、各種公共施設等

の管理者は、 

① 中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準

化等の取組 

② ①の取組を計画的に進めるための「個別施設毎の長寿命化計画」（以下

「個別施設計画」という。）の策定 

等を行うこととされている。 

○ 都道府県、市町村、特別区、一部事務組合又は広域連合が開設する「病院」

は、個別施設計画の策定対象である。 

○ 個別施設計画については、令和２年度中に策定を完了することとされて

おり、また、「新経済・財政再生計画 改革工程表 2023」（令和５年 12 月

21 日経済財政諮問会議決定）において、個別施設計画の策定率について、

毎年度増加［実績調査の結果を踏まえ、必要な改善策を講じる］というＫＰ

Ｉが改めて設けられたが、令和６年４月１日時点では、一部の医療施設にお

いて未策定となっている。 

○ 未策定の医療施設を開設している地方公共団体におかれては、「医療施設

におけるインフラ長寿命化計画（個別施設計画）策定のためのガイドライン」

（令和２年１月 22 日）を踏まえつつ、速やかに個別施設計画の策定に着手

するようお願い申し上げる。 

○ また、来年度においても、個別施設計画の策定状況及び法定点検の進捗状

況等を調査する予定であることから、御協力のほどお願い申し上げる。なお、

例年、策定対象となっている医療施設を誤認される地方公共団体も見受け

られるところであり、今一度、対象医療施設を確認するなど、遺漏無きよう

御対応いただきたい。 

 

（２）公共建築工事におけるしっくい塗り・こまい壁塗り仕上げについて 【PⅠ

総 64】 

○ 国土交通省が作成している「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」令

和４年版には、左官工事の仕様として「しっくい塗り」「こまい壁塗り」が
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記載されており、公共建築工事を発注する際には当該仕様書も適宜御参照

いただき、個々の事業に応じてしっくい塗り仕上げやこまい壁塗り仕上げ

を検討・採用していただきたい。 

 

（３）性的指向や性自認を理由とした不当な取扱いの防止について 

【PⅠ総 65】 

○ 病院等への立入検査や医療機関担当者への研修等の機会を捉えて、医

療法等の規定も踏まえ、異性職員による介助に不安を感じている方や、

ＬＧＢＴ等（※）のような性的指向・性自認を持つ方がいらっしゃるこ

とを踏まえ、これらの方々も含む医療サービスを必要とする方が不当な

取扱いを受けることなく、必要なサービスの提供がなされるよう徹底を

お願いしたい。 

※ＬＧＢＴ：レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー 

なお、これに限らず、多様な性的指向・性自認を持つ方が存在する。 

 

（４）障害を理由とする差別の解消の推進等について 【PⅠ総 66】 

○ 令和３年５月、障害者差別解消法が改正され、令和６年４月から、事業者

による障害者への合理的配慮の提供が義務化された。 

○ これにあわせて、同法に基づく「医療関係事業者向けガイドライン」を改

正したところであり、障害者の差別解消に向けた取組を積極的に進めてい

ただくよう、改めて御協力をお願いしたい。 

○ 医療法施行規則第 10 条第３号では、病院、診療所又は助産所の管理者が、

患者、妊婦、産婦又は褥婦を入院させ、又は入所させるに当たり、精神疾患

を有する者は、身体疾患の治療を行うために精神病室以外の病室に入院で

きることが明確化されているので、御了知いただきたい。 

 

（５）身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人の支援に関す

るガイドライン及び事例集等について 【PⅠ総 67】 

○ 身寄りがない場合でも患者に必要な医療が提供されるよう、医療機関が

身元保証・身元引受等に求める役割等について整理し、それぞれの役割ごと

に、身寄りがなくても医療機関が行うことができる対応方法をまとめたガ

イドラインを令和元年５月に作成した。その後、さらなる普及・活用を図る

ため、令和４年８月に、本ガイドラインに基づく事例集を作成し、各地方公
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共団体においては、通知等に基づき、管内の医療関係事業者等に対し、本ガ

イドライン及び事例集の周知を図っていただいているところ。 

○ 「第二期成年後見制度利用促進基本計画」（令和４年３月 25 日閣議決定）

においては、本ガイドライン等を「引き続き研修等で活用するなど、幅広い

関係者に普及・啓発を行っていく必要がある」と指摘されている。 

○ また、入院による加療が必要であるにもかかわらず、入院に際し、身元保

証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは医

師法上の応招義務（医師法第 19 条第１項）に抵触する。 

○ 本ガイドライン及び事例集について、その内容をさらに現場に浸透させ

るため、引き続き周知いただくとともに、身寄りがない人が適切な医療を受

けることができるよう、御協力をお願いしたい。 

○ また、病院への入院や介護施設等への入所の際の手続支援等を家族・親族

に代わって支援する「高齢者等終身サポート事業」を行う事業者が増加して

いることを踏まえ、令和６年６月、「高齢者等終身サポート事業者ガイドラ

イン」を策定したので、あわせて周知いただきたい。 

 

（６）香りへの配慮について 【PⅠ総 68】 

○ 柔軟剤などの香りで頭痛や吐き気がするという相談が消費生活センター

等にあることを踏まえ、消費者庁において厚生労働省を含む関係各省との

協力のもとで作成された啓発ポスターについて、医療機関等への周知をお

願いしたい。 

 

（７）病院薬剤師の確保について 【PⅠ総 69】 

○ 病院薬剤師には、病棟薬剤業務やチーム医療等を中心とした業務・役割の

更なる充実が求められているが、薬剤師の従事先には地域や業態の偏在が

あり、特に病院薬剤師の不足が喫緊の課題となっている。必要な薬剤師の確

保を図るため、地域医療介護総合確保基金を積極的に御活用いただきたい。 

 

（８）食品ロス削減について 【PⅠ総 70】 

○ 食品ロス削減推進法において、事業者は、食品ロスの削減について積極的

に取り組むよう努めることとされていることから、御協力をお願いしたい。 
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（９）父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法について 【PⅠ総 71】 

○ 令和６年５月、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の

多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保するため、父母の離婚後の子の

養育に関する民法等改正法が成立・公布された（公布から２年以内に施行予

定）。 

○ 改正法では親権・監護等に関する規律の見直し等が行われたところ、医療

現場で具体的な親権行使を巡る混乱が生じないよう、医療機関や患者・家族

など関係する方々に、改正法の趣旨・内容を適切に御理解いただくことが重

要である。 

○ 法務省において、厚生労働省を含む関係府省庁等と連携し、周知広報用の

パンフレットやポスター等を作成したところ、今後、Q&A 形式の解説資料を

作成する予定であることから、適宜、医療機関等に対する周知に御協力いた

だきたい。 
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（
１
）
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
計
画
に
つ
い
て

•
今
後
、
各
種
公
共
施
設
等
の
老
朽
化
が
進
む
こ
と
を
踏
ま
え
、
「
経
済
財
政
運
営
の
基
本
方
針
2
0
1
9
」
（
令
和
元
年
６
月
2
1
日
閣
議
決
定
）
等
に
お
い

て
、
各
種
公
共
施
設
等
の
管
理
者
は
、

①
中
長
期
的
な
維
持
管
理
・
更
新
等
に
係
る
ト
ー
タ
ル
コ
ス
ト
の
縮
減
や
予
算
の
平
準
化
等
の
取
組

②
①
の
取
組
を
計
画
的
に
進
め
る
た
め
の
「
個
別
施
設
毎
の
長
寿
命
化
計
画
」
（
以
下
「
個
別
施
設
計
画
」
と
い
う
。
）
の
策
定

等
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

•
都
道
府
県
、
市
町
村
、
特
別
区
、
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合
が
開
設
す
る
病
院
は
、
個
別
施
設
計
画
の
策
定
対
象
で
あ
る
。

•
個
別
施
設
計
画
に
つ
い
て
は
、
令
和
２
年
度
中
に
策
定
を
完
了
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
「
新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
改
革
工
程
表
2
0
2
3
」

（
令
和
５
年
1
2
月
2
1
日
経
済
財
政
諮
問
会
議
決
定
）
に
お
い
て
、
個
別
施
設
計
画
の
策
定
率
に
つ
い
て
、
毎
年
度
増
加
［
実
績
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、

必
要
な
改
善
策
を
講
じ
る
］
と
い
う
K
P
Iが
改
め
て
設
け
ら
れ
た
が
、
令
和
６
年
４
月
１
日
時
点
で
は
、
一
部
の
医
療
施
設
に
お
い
て
未
策
定
と
な
っ
て

い
る
。

•
未
策
定
の
医
療
施
設
を
開
設
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
に
お
か
れ
て
は
、
「
医
療
施
設
に
お
け
る
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
計
画
（
個
別
施
設
計
画
）
策
定

の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
令
和
２
年
１
月
2
2
日
）
を
踏
ま
え
つ
つ
、
速
や
か
に
個
別
施
設
計
画
の
策
定
に
着
手
す
る
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
る
。

（
参
考
）
医
療
施
設
に
お
け
る
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
計
画
（
個
別
施
設
計
画
）
策
定
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

h
tt
p
s:
//
w
w
w
.m
h
lw
.g
o
.j
p
/t
o
p
ic
s
/2
0
1
5
/0
4
/d
l/
tp
0
4
1
6
-0
1
-0
1
.p
d
f

•
ま
た
、
来
年
度
に
お
い
て
も
、
個
別
施
設
計
画
の
策
定
状
況
及
び
法
定
点
検
の
進
捗
状
況
等
を
調
査
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
協
力
の
ほ
ど
お

願
い
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
例
年
、
策
定
対
象
と
な
っ
て
い
る
医
療
施
設
を
誤
認
さ
れ
る
地
方
公
共
団
体
も
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
一
度
、

対
象
医
療
施
設
を
確
認
す
る
な
ど
、
遺
漏
無
き
よ
う
御
対
応
い
た
だ
き
た
い
。

（
参
考
）
厚
生
労
働
省
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
計
画
（
行
動
計
画
）

h
tt
p
s:
//
w
w
w
.m
h
lw
.g
o
.j
p
/t
o
p
ic
s
/2
0
1
5
/0
4
/t
p
0
4
1
6
-0
1
.h
tm
l
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（
２
）
公
共
建
築
工
事
に
お
け
る
し
っ
く
い
塗
り
・
こ
ま
い
壁
塗
り
仕
上
げ
に
つ
い
て

•
国
土
交
通
省
が
作
成
し
て
い
る
「
公
共
建
築
工
事
標
準
仕
様
書
（
建
築
工
事
編
）
」
令
和
４
年
版
に
は
、
左
官
工

事
の
仕
様
と
し
て
「
し
っ
く
い
塗
り
」
「
こ
ま
い
壁
塗
り
」
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
公
共
建
築
工
事
を
発
注
す
る

際
に
は
当
該
仕
様
書
も
適
宜
御
参
照
い
た
だ
き
、
個
々
の
事
業
に
応
じ
て
し
っ
く
い
塗
り
仕
上
げ
や
こ
ま
い
壁
塗

り
仕
上
げ
を
検
討
・
採
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

h
tt
p
s:
//
w
w
w
.m
lit
.g
o
.j
p
/c
o
m
m
o
n
/0
0
1
4
7
3
5
3
9
.p
d
f

1
5
章

左
官
工
事

1
0
節

し
っ
く
い
塗
り

1
5
.1
0
.1

一
般
事
項

こ
の
節
は
、
消
石
灰
、
砂
、
の
り
、
す
さ
等
を
主
材
料
と
し
た
し
っ
く
い
を
内
外
壁
に
塗
り
付
け
る
し
っ
く
い
塗
り
に
適
用
す
る
。

な
お
、
下
地
は
、
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
、
せ
っ
こ
う
ラ
ス
ボ
ー
ド
、
モ
ル
タ
ル
塗
り
、
木
ず
り
又
は
こ
ま
い
土
壁
塗
り
を
下
地
と
し
て
塗
り
付
け
る
場

合
若
し
く
は
下
塗
り
を
せ
っ
こ
う
プ
ラ
ス
タ
ー
と
し
上
塗
り
に
塗
り
付
け
る
場
合
に
適
用
す
る
。
そ
の
他
の
下
地
を
適
用
す
る
場
合
は
、
特
記
に
よ
る
。

1
1
節

こ
ま
い
壁
塗
り

1
5
.1
1
.1

一
般
事
項

こ
の
節
は
、
こ
ま
い
下
地
に
、
壁
土
で
荒
壁
よ
り
中
塗
り
ま
で
施
工
し
、
色
土
・
色
砂
又
は
消
石
灰
入
り
壁
土
で
、
上
塗
り
す
る
土
物
壁
、
砂
壁
及

び
大
津
壁
に
適
用
す
る
。

公
共
建
築
工
事
標
準
仕
様
書
（
建
築
工
事
編
）
令
和
４
年
版
（
抄
）
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（
３
）
性
的
指
向
や
性
自
認
を
理
由
と
し
た
不
当
な
取
扱
い
の
防
止
に
つ
い
て

•
病
院
等
へ
の
立
入
検
査
や
医
療
機
関
担
当
者
へ
の
研
修
等
の
機
会
を
捉
え
て
、
医
療
法
等
の
規
定
も
踏
ま
え
、
異

性
職
員
に
よ
る
介
助
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
方
や
、
LG
B
T
等
（
※
）
の
よ
う
な
性
的
指
向
・
性
自
認
を
持
つ
方

が
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
方
々
も
含
む
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
方
が
不
当
な
取
扱
い

を
受
け
る
こ
と
な
く
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
な
さ
れ
る
よ
う
徹
底
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
。

※
LG
B
T
：

レ
ズ
ビ
ア
ン
、
ゲ
イ
、
バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
。
な
お
、
こ
れ
に
限
ら
ず
、

多
様
な
性
的
指
向
・
性
自
認
を
持
つ
方
が
存
在
す
る
。

第
一
条
の
二

医
療
は
、
生
命
の
尊
重
と
個
人
の
尊
厳
の
保
持
を
旨
と
し
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
医
療
の
担
い
手
と
医
療

を
受
け
る
者
と
の
信
頼
関
係
に
基
づ
き
、
及
び
医
療
を
受
け
る
者
の
心
身
の
状
況
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
は
、
単
に
治
療
の
み

な
ら
ず
、
疾
病
の
予
防
の
た
め
の
措
置
及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
含
む
良
質
か
つ
適
切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）

第
一
条
の
四

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
医
療
の
担
い
手
は
、
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
理
念
に
基
づ
き
、
医
療
を
受
け
る
者

に
対
し
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

医
療
法
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
2
0
5
号
）
（
抄
）
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（
４
）
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
等
に
つ
い
て

•
令
和
３
年
５
月
、
障
害
者
差
別
解
消
法
が
改
正
さ
れ
、
令
和
６
年
４
月
か
ら
、
事
業
者
に
よ
る
障
害
者
へ
の
合
理
的
配
慮
の
提
供

が
義
務
化
さ
れ
た
。
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
同
法
に
基
づ
く
「
医
療
関
係
事
業
者
向
け
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
改
正
し
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
障
害
者
の
差
別
解
消
に
向
け
た
取
組
を
積
極
的
に
進
め
て
い
た
だ
く
よ
う
、
改
め
て
御
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。

h
tt
p
s:
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.m
h
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u
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/s
h
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u
g
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h
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u
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e
w
p
a
g
e
_
0
0
0

0
1
.h
tm
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•
医
療
法
施
行
規
則
第
1
0
条
第
３
号
で
は
、
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
が
、
患
者
、
妊
婦
、
産
婦
又
は
褥
婦
を
入
院
さ

せ
、
又
は
入
所
さ
せ
る
に
当
た
り
、
精
神
疾
患
を
有
す
る
者
は
、
身
体
疾
患
の
治
療
を
行
う
た
め
に
精
神
病
室
以
外
の
病
室
に
入

院
で
き
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
御
了
知
い
た
だ
き
た
い
。

第
十
条

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
は
、
患
者
、
妊
婦
、
産
婦
又
は
じ
よ
く
婦
を
入
院
さ
せ
、
又
は
入
所
さ
せ
る
に
当
た
り
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
臨
時
応
急
の
た
め
入
院
さ
せ
、

又
は
入
所
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
く
、
ま
た
、
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医

療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
を
そ
の
内
容
に

含
む
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
措
置
協
定
（
同
号
に
掲
げ
る
措
置
を
そ
の
内
容
に
含
む
も
の
に
限

る
。
）
に
基
づ
く
措
置
を
実
施
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
二

（
略
）

三
精
神
疾
患
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
精
神
疾
患
に
対
し
入
院
治
療
が
必
要
な
も
の
（
身
体
疾
患
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
身
体
疾
患

に
対
し
精
神
病
室
以
外
の
病
室
で
入
院
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
を
除
く
。
）
を
入
院
さ
せ
る
場
合
に
は
、
精
神
病
室
に
入
院
さ
せ
る

こ
と
。

四
～
七

（
略
）

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
2
3
年
厚
生
省
令
第
5
0
号
）
（
抄
）
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（
５
）
身
寄
り
が
な
い
人
の
入
院
及
び
医
療
に
係
る
意
思
決
定
が
困
難
な
人
へ
の
支
援
に

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
事
例
集
等
に
つ
い
て

•
身
寄
り
が
な
い
場
合
で
も
患
者
に
必
要
な
医
療
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
医
療
機
関
が
身
元
保
証
・
身
元
引
受
等
に
求
め
る
役
割
等
に
つ
い
て

整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
ご
と
に
、
身
寄
り
が
な
く
て
も
医
療
機
関
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
対
応
方
法
を
ま
と
め
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
令

和
元
年
５
月
に
作
成
し
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
な
る
普
及
・
活
用
を
図
る
た
め
、
令
和
４
年
８
月
に
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
事
例
集
を

作
成
し
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
通
知
等
に
基
づ
き
、
管
内
の
医
療
関
係
事
業
者
等
に
対
し
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
事
例
集
の

周
知
を
図
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
。

•
「
第
二
期
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画
」
（
令
和
４
年
３
月
2
5
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
を
「
引
き
続
き

研
修
等
で
活
用
す
る
な
ど
、
幅
広
い
関
係
者
に
普
及
・
啓
発
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

•
入
院
に
よ
る
加
療
が
必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
入
院
に
際
し
、
身
元
保
証
人
等
が
い
な
い
こ
と
の
み
を
理
由
に
、
医
師
が
患
者
の
入

院
を
拒
否
す
る
こ
と
は
医
師
法
上
の
応
招
義
務
（
医
師
法
第
1
9
条
第
１
項
）
に
抵
触
す
る
。

（
参
考
）
「
身
元
保
証
人
等
が
い
な
い
こ
と
の
み
を
理
由
に
医
療
機
関
に
お
い
て
入
院
を
拒
否
す
る
こ
と
に
つ
い
て
」
（
平
成
3
0
年
４
月
2
7
日

厚
生
労
働
省
医
政
局
医
事
課
長
通
知
）

•
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
事
例
集
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
さ
ら
に
現
場
に
浸
透
さ
せ
る
た
め
、
引
き
続
き
周
知
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
身
寄

り
が
な
い
人
が
適
切
な
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
御
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。

（
参
考
）
身
寄
り
が
な
い
人
の
入
院
及
び
医
療
に
係
る
意
思
決
定
が
困
難
な
人
へ
の
支
援
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
事
例
集

h
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o
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•
ま
た
、
病
院
へ
の
入
院
や
介
護
施
設
等
へ
の
入
所
の
際
の
手
続
支
援
等
を
家
族
・
親
族
に
代
わ
っ
て
支
援
す
る
「
高
齢
者
等
終
身
サ
ポ
ー
ト

事
業
」
を
行
う
事
業
者
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
令
和
６
年
６
月
、
「
高
齢
者
等
終
身
サ
ポ
ー
ト
事
業
者
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策

定
し
た
の
で
、
あ
わ
せ
て
周
知
い
た
だ
き
た
い
。

（
参
考
）
高
齢
者
等
終
身
サ
ポ
ー
ト
事
業
者
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

h
tt
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（
６
）
香
り
へ
の
配
慮
に
つ
い
て

•
柔
軟
剤
な
ど
の
香
り
で
頭
痛
や
吐
き
気
が
す
る
と
い

う
相
談
が
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
に
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
消
費
者
庁
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
を
含
む
関

係
各
省
と
の
協
力
の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
啓
発
ポ
ス

タ
ー
に
つ
い
て
、
医
療
機
関
等
へ
の
周
知
を
お
願
い

し
た
い
。

※
「
香
り
へ
の
配
慮
に
関
す
る
啓
発
ポ
ス
タ
ー
の
改
訂

に
つ
い
て
（
情
報
提
供
）
」
（
令
和
５
年
７
月
1
9
日
付

け
厚
生
労
働
省
医
薬
・
生
活
衛
生
局
医
薬
品
審
査
管
理

課
等
連
名
事
務
連
絡
）

h
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（
７
）
病
院
薬
剤
師
の
確
保
に
つ
い
て

•
病
院
薬
剤
師
に
は
、
病
棟
薬
剤
業
務
や
チ
ー
ム
医
療
等
を
中
心
と
し
た
業
務
・
役
割
の
更
な
る
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
薬
剤
師
の
従
事
先
に
は

地
域
や
業
態
の
偏
在
が
あ
り
、
特
に
病
院
薬
剤
師
の
不
足
が
喫
緊
の
課
題
。

•
令
和
５
年
３
月
3
1
日
に
発
出
し
た
、
医
療
計
画
に
係
る
作
成
指
針
で
は
、
必
要
な
薬
剤
師
の
確
保
を
図
る
た
め
、
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
修

学
資
金
貸
与
、
医
療
機
関
へ
の
薬
剤
師
派
遣
等
）
の
積
極
的
な
活
用
を
含
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
薬
剤
師
の
確
保
策
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
具

体
的
に
医
療
計
画
に
記
載
す
る
旨
を
新
た
に
盛
り
込
ん
だ
。

•
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
事
業
区
分
Ⅳ
に
お
け
る
標
準
事
業
例

・
3
4
女
性
薬
剤
師
等
の
復
職
支
援

・
4
8
地
域
包
括
ケ
ア
の
拠
点
と
な
る
病
院
・
薬
局
に
お
け
る
薬
剤
師
の
確
保
支
援

・
5
0
各
医
療
機
関
の
勤
務
環
境
改
善
や
再
就
業
促
進
の
取
組
へ
の
支
援

等
が
病
院
薬
剤
師
の
確
保
に
活
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
の
対
象
と
し
て
差
し
支
え
な
い
経
費
と
し
て
以
下
に
つ
い
て
も

明
示
し
て
お
り
、
積
極
的
な
活
用
を
お
願
い
し
た
い
。

•
薬
剤
師
修
学
資
金
貸
与
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
経
費

（
「
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
医
療
分
）
に
係
る
標
準
事
業
例
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
令
和
３
年
２
月
1
9
日
付
け
医
政
地
発
0
2
1
9
第
１
号
厚
生
労
働
省

医
政
局
地
域
医
療
計
画
課
長
通
知
）
、
「
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
を
活
用
し
た
薬
剤
師
修
学
資
金
貸
与
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
令
和
３
年
1
2
月
2
4

日
付
け
厚
生
労
働
省
医
政
局
地
域
医
療
計
画
課
、
医
薬
・
生
活
衛
生
局
総
務
課
連
名
事
務
連
絡
）
）

•
都
道
府
県
が
指
定
す
る
病
院
へ
期
間
を
定
め
て
薬
剤
師
派
遣
を
行
う
た
め
の
経
費

（
「
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
医
療
分
）
に
係
る
標
準
事
業
例
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
令
和
３
年
９
月
2
8
日
付
け
医
政
地
発
0
9
2
8
第
１
号
厚
生
労
働
省

医
政
局
地
域
医
療
計
画
課
長
通
知
）

•
令
和
５
年
度

地
域
に
お
け
る
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
医
療
）
を
活
用
し
た
病
院
薬
剤
師
確
保
の
取
組
例

病
院
薬
剤
師
出
向
・
体
制
整
備
支
援
事
業

•地
域
に
お
け
る
病
院
薬
剤
師
の
安
定
的
な
確
保
を
目
的
と
し
て
、
県

が
指
定
す
る
病
院
へ
期
間
を
定
め
た
薬
剤
師
出
向
を
実
施
す
る
。

•病
棟
業
務
等
の
経
験
の
あ
る
薬
剤
師
が
，
出
向
先
医
療
機
関
で
ノ
ウ

ハ
ウ
を
共
有
し
，
地
域
医
療
に
貢
献
で
き
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
。

事
業
主
体
：
宮
城
県

宮
城
県

薬
剤
師
確
保
・
育
成
対
策
事
業

•能
登
地
区
を
中
心
と
し
た
病
院
薬
剤
師
の
確
保
の
た
め
の
育
成
プ
ロ
グ

ラ
ム
（
地
域
病
院
へ
の
出
向
を
組
み
込
む
）
実
施
及
び
修
学
資
金
返
済

支
援
事
業
の
運
営
、
対
策
検
討
会
の
開
催

事
業
主
体
：
石
川
県
（
石
川
県
薬
剤
師
会
に
委
託
）

石
川
県
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（
８
）
食
品
ロ
ス
削
減
に
つ
い
て

•
食
品
ロ
ス
削
減
推
進
法
に
お
い
て
、
事
業
者
は
、
食
品
ロ
ス
の
削
減
に
つ
い
て
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。

（
参
考
）
消
費
者
庁

[食
品
ロ
ス
削
減
]食
べ
も
の
の
ム
ダ
を
な
く
そ
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

h
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（
参
考
）
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

ま
つ
も
と
医
療
セ
ン
タ
ー
の
取
組
事
例

h
tt
p
s:
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w
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p
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o
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/p
o
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y
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o
n
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/i
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_
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/c
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/p
d
f/
c

a
se
_
1
9
1
2
2
7
_
0
0
0
1
.p
d
f

（
事
業
者
の
責
務
）

第
五
条

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
食
品
ロ
ス
の
削
減
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
と

と
も
に
、
食
品
ロ
ス
の
削
減
に
つ
い
て
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

食
品
ロ
ス
の
削
減
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
1
9
号
）
（
抄
）
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（
９
）
父
母
の
離
婚
後
の
子
の
養
育
に
関
す
る
民
法
等
改
正
法
に
つ
い
て

•
令
和
６
年
５
月
、
父
母
の
離
婚
に
伴
う
子
の
養
育
へ
の
深
刻
な
影
響
や
子
の
養
育
の
多
様
化
等
の
社
会
情
勢
に
鑑
み
、
子
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
、

父
母
の
離
婚
後
の
子
の
養
育
に
関
す
る
民
法
等
改
正
法
が
成
立
・
公
布
さ
れ
た
（
公
布
か
ら
２
年
以
内
に
施
行
予
定
）
。

•
改
正
法
で
は
親
権
・
監
護
等
に
関
す
る
規
律
の
見
直
し
等
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
医
療
現
場
で
具
体
的
な
親
権
行
使
を
巡
る
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
、

医
療
機
関
や
患
者
・
家
族
な
ど
関
係
す
る
方
々
に
、
改
正
法
の
趣
旨
・
内
容
を
適
切
に
御
理
解
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

•
法
務
省
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
を
含
む
関
係
府
省
庁
等
と
連
携
し
、
周
知
広
報
用
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
ポ
ス
タ
ー
等
を
作
成
し
た
と
こ
ろ
、
今
後
、

Q
&
A
形
式
の
解
説
資
料
を
作
成
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
宜
、
医
療
機
関
等
に
対
す
る
周
知
に
御
協
力
い
た
だ
き
た
い
。

（
参
考
）
法
務
省

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
父
母
の
離
婚
後
等
の
子
の
養
育
に
関

す
る
見
直
し
）
に
つ
い
て
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